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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２３年第８回美幌町議会定例会第２日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１３番橋本博之さん、１番新鞍

峯雄さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日、午後

欠席の旨、鈴木農業委員会委員長会長、本日

以降、欠席の旨、それぞれ届け出がありまし

た。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君）〔登壇〕 それでは、

さきに通告しました一般質問、大きく２項目

について一般質問をいたします。

まず一つ目、高齢者対策について。（福祉

経済の確立）という題で質問をします。

１項目として、美幌町第５期介護保険事業

計画の作成時期が来たと判断しますので、こ

れについて御質問いたします。

高齢者福祉政策の重要な位置にある美幌町

第５期介護保険事業計画について質問しま

す。

小さく一つ目として、第５期事業計画にお

ける具体的方策の実施計画について、その取

り組みをお聞かせ願いたい。

二つ目、課題、方針、具体的方策があれば

お聞かせ願いたい。

三つ目、第４期介護保険の事業量の実績か

ら、第５期事業計画に向けてどのような考え

があるのかお伺いしたい。

続きまして、同じく高齢者対策の２項目め

といたしまして、高齢者福祉施設整備計画と

介護労働力についてであります。

高齢者福祉施設整備計画や介護施設の数量

について、次期介護保険事業計画策定に向け

ての考えをお聞かせ願いたい。

二つ目、介護の現場で働く労働力につい

て。美幌町内の各施設、事業所において人材

の確保は十分なのか、労働力についての見解

についてお聞かせ願いたい。

続きまして、大きく二つ目といたしまし

て、同じ福祉政策の中にあります美英福祉寮

についてでありますけれども。

老朽化に伴う今後の対応についてと表しま

して、美英福祉寮の老朽化が進んでいるが、

具体的な取り組みや年次計画など、今後の対

応についてお聞かせ願いたい。

以上でございます。よろしくお願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 松浦議員の

御質問にお答えをいたします。
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初めに、高齢者対策について、美幌町第５

期介護保険事業計画策定についてであります

が、介護保険事業計画は高齢者保健福祉事業

全般にわたる美幌町高齢者保健福祉計画と一

体のものとして策定され、介護保険給付費用

の動向、保健福祉施策の進捗状況、その他の

状況などを踏まえ、３年ごとに見直しを図り

ながら、現在、第４期介護保険事業計画が平

成２１年度にスタートし、平成２３年度で終

了することに伴い、平成２４年度から平成２

６年度までの第５期介護保険事業計画の策定

に向け作業を進めているところであります。

御質問の第５期計画における具体的方策の

実施計画についての取り組みにつきまして

は、８月１９日に北海道が開催した、第５期

介護保険事業計画説明会に担当職員が出席

し、厚生労働省の介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的指

針、北海道の第５期高齢者保健福祉計画・介

護保険事業支援計画作成指針、介護保険法改

正等の状況及び今後のスケジュールなどが示

されたことにより、それに基づいて第４期介

護保険事業計画での介護保険給付に要する費

用の動向や保健福祉施策の進捗状況などの把

握をしているところであります。

また、美幌町高齢者保健福祉計画・第５期

介護保険事業計画を策定するため、医療、福

祉など関係機関からなる策定委員会の設置に

ついて現在、各機関より委員の推薦をいただ

き、第１回目の策定委員会を今月中に開催す

ることで進めているところであります。

さらに、高齢者の実態把握の日常生活圏

ニーズ調査票の作成、国、道の指針の調査及

び今後の町のスケジュールなどについて民生

部内部において打ち合わせを行っているとこ

ろであります。

次に、課題、方針、具体的方策につきまし

ては、認知症を有する高齢者の数の増加、医

療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者の増

加、単身及び高齢者のみ世帯の増加、買い物

弱者の増加、介護施設等の待機者の増加、介

護保険料の上昇等への対応が課題として考え

られ、国及び道の第５期介護保険事業計画の

考え方を基本方針として認知症支援策の充

実、医療と介護の連携、高齢者のニーズに応

じた住まいの確保、地域生活支援体制の整備

を重点的に取り組む項目として、第５期介護

保険事業計画に位置づけし、段階的な取り組

みをしていきたいと考えております。

次に、第４期介護保険事業量の実績から、

第５期計画に向けての考えにつきましては、

第４期介護保険事業計画での介護保険給付に

要する費用の動向や、保健福祉施策の進捗状

況、高齢者の実態把握のためのニーズ調査な

どの結果を踏まえ、第５期介護保険事業計画

を策定していきたいと考えております。

次に、高齢者対策についてでありますが、

御質問の高齢者福祉施設の整備計画や介護施

設の数量についてでありますが、美幌町にお

ける高齢者福祉施設などの状況につきまして

は、平成２２年３月３１日に民間移譲した特

別養護老人ホーム緑の苑を初め、認知症対応

型グループホーム３事業所、介護老人保健施

設アメニティ美幌などが民間において整備さ

れており、現在、平成２４年４月オープンに

向け、新型特養及び認知症対応型グループ

ホームの建設が進められているところであり

ます。

第４期介護保険事業計画の福祉施設サービ

スの目標である老人福祉寮・高齢者生活支援

ハウス、ケアハウス、小規模多機能型居宅介

護事業所などが未整備な状況にありますが、

今後においては国、道の補助金制度を活用し

ながら、民間活力による施設整備を進めてい

きたいと考えております。

また、他の老人福祉施設の整備につきまし

てもニーズ調査等を行い、美幌町高齢者保健

福祉計画・第５期介護保険事業計画策定委員

会において十分、検討してまいりたいと考え

ております。

次に、介護現場で働く労働力について、美

幌町内の各施設、事業所において人材の確保

は十分なのかについてでありますが、介護保

険事業所に働く介護職員などの人材確保につ
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いて、町といたしましても専門学校、高校な

どの関係機関を訪問し、対応しているところ

であります。

平成２３年６月に町内の介護保険事業所２

０カ所を調査したところ、８事業所が介護福

祉士、看護師、介護専門指導員(ケアマネ

ジャー)、保健師、介護ヘルパーともに不足

している状況にあることから、関係機関等と

連携し、資格取得に対する町の支援等を行

い、さらに介護の職場がやりがいがあり、魅

力ある職場にするために、町として国に対し

介護現場の処遇改善について強く要望してま

いりたいと考えております。

今後においても、さらに第５期介護保険事

業計画策定のニーズ調査をし、人材育成に対

して最大限、対応してまいりたいと考えてお

ります。

次に、美英福祉寮について、老朽化に伴う

今後の対応についてでありますが、美英福祉

寮につきましては、身体、あるいは生活環境

上及び経済的理由により、在宅生活が困難な

高齢者を対象とし、生活の場を提供する施設

として昭和４８年に６名定員の施設として開

設されました。

しかし、築後３８年が経過しているため老

朽化が著しく、居室も狭いため改築等の措置

が必要となっています。

御質問の具体的な取り組みや年次計画な

ど、今後の対応についてでありますが、第４

期介護保険事業計画の福祉施設サービスに美

英福祉寮にかわる老人福祉寮・高齢者生活支

援ハウスの整備計画があり、今後においては

国、道の補助金制度を活用しながら民間活力

による施設整備を進めていくとともに、今年

度策定予定の美幌町高齢者保健福祉計画・第

５期介護保険事業計画の策定委員会で検討し

てまいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、回答をもらいま

して、また再度、多々質問をさせていただき

ます。

私は、美幌町に住んでいる町民がこの町で

暮らしてよかったなと思える町づくりが必要

だということで、この場に立っています。暮

らしと経済、生活と労働というのが美幌町が

これからどう導いていくのかという課題があ

るのではなかろうかと。今、日本も世界も経

済の流れがどうもよくないという中で、この

我々住む地方もいろいろな経済の中では活躍

したり、活動している会社もありますけれど

も、生活面においては高齢者の伸びが激しい

のではなくて、若い人の流出が激しいとい

う、過去にない経済の逆現象ですか、人口の

流失がとまらないという中で、この地域生

活、とりわけ福祉医療の対応が今後、地域の

大きな課題、もしくはその政策の中心になる

のではなかろうかという判断をしている一人

でございます。

その中で今回、医療、福祉の中で、とりわ

け介護保険制度、これにつきまして絞って質

問をしようと思いました。

実は、この福祉の中には障がい福祉計画も

当然、また計画の時期が来ていると、また、

その他の次世代のほうも策定はしているけれ

ども、おおむね道、国のほうの流れの中で２

０１５年めどという形ですね。大きな意味で

すべての政策が集中してきているという中

で、いよいよその大きなめどに向かった残り

の３年間、この３年間の中に出てくるであろ

う各種計画、前回、一般質問では農業振興計

画ふれましたけれども、この２３年度という

のは、２４、５、６年に向けての大きな山に

なる年度かなと思ったものですから、とりわ

けこの介護について、そして介護の施設につ

いての町の方向性なり、町長の認識を確認し

たく一般質問といたします。

それではまず、１点目の確認を問いたいこ

とありまして、今、話したとおり、美幌町に

とっても、この地域にとっても２０１５年ま

での大きな計画の最終的な意味での３年計画

が山になるのかなと思いますけれども、今現

在、私が話したことを含めて、この３年間が
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大きな山に違いないという部分を現在、土谷

町長はどのような判断、認識をしているか、

まずお聞かせを願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、この町に住ん

でよかったと皆さんが思っていただく、そう

いう行政サービスをしっかりしなければいけ

ないと、これは本当に議員おっしゃるとお

り、総合力だと思っております。雇用である

とか、子供の教育であるとか、医療であると

か、福祉であるとか、あるいは生活基盤をど

うするかという、本当に総合力を発揮して、

本当に住んでいてよかったなと実感できるの

ではないかなと思っております。そういう意

味では、同じような考え方だと思います。

そして今回は、介護福祉に絞っての質問と

いうことであります。向こう３カ年、２０１

５年というのは、これは恐らくこの３年間と

いうのは団塊世代が一気に６５歳に突入し

て、大きな固まりとして６５歳になってくる

というようなことをとらまえて恐らく質問を

されたのだと思いますけれども、２０１５年

の問題にかかわらず、やはり我が町において

も高齢者の人口の割合が多くなってきている

ということであります。

直ちにこのことがお金がかかるからどうこ

うというつもりは私は全くありませんので、

我々の先輩が今、礎を築いてきた上に我々は

生活をし、さまざまなことをしているわけで

すから、そういった御苦労をかけた方が手助

け必要なときにはしっかりするという、これ

が福祉の原点ではないかなと思っておりま

す。

そういった意味で、私も２期目のスタート

に当たって五つの大きな約束事を町民の皆さ

んに示させていただきました。その中の一つ

の大きな柱が、やはり医療をしっかりする、

あるいは介護、保健、福祉、これをこの町で

しっかりしていくということを大きな約束事

の一つに入れておりますので、そういった意

味で私はこの町の将来については、そういう

ことが課題になってくるということでとらえ

ているところであります。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ありがとうございま

す。

質問の中に入ります。この福祉計画を策定

するに当たり、第５期介護計画も同時に策定

するということになっていまして、前年、

前々年ですか、この第４期介護計画を基本に

介護政策というのは一体どういうふうな方向

に進むのかということで、僕も北海道の広

報、北海道のこういう事業計画の素案だとか

かなり逐次見ていましたけれども、第４期と

違ってなかなか素案が出てこないという現状

の中で、たまたま見た資料の中では在宅体

制、地域支援体制どうするだとか、ここは複

数年、近々の課題ではないかということで

なっていますけれども、そのとおり道のほう

も出てきています。

ただ、これを地域でどう取り組むのかとい

う部分と、施設サービスの事業の中身につい

ても具体的に参酌基準も廃止になりましたよ

だとか、新しい施設についての考え方はこう

でございましたとかいうのが入っています。

これらの計画について、本当に美幌町で施

設についてどういうふうに考えるのかなとい

うことがちょっと僕も期間が短くなってきた

ものですからちょっと不安だなと、たまたま

総合計画、美幌町の第５期総合計画の中にも

福祉施設関係の計画があります。この中に

も、２７年までに整備しようという形で先ほ

ど答弁いただきましたケアハウス、福祉寮等

があります。この中にも、小規模多機能の在

宅の拠点事業だとか入っていますけれども、

実際にまだこの計画が出てこないのは、第４

期計画の中での計画がおくれているのが施設

の中に相当ありますよとなりますと、この第

５期の３年間、どこまで対応するのかという

部分が、また必要かなと。

やる施設は、やるという言い方はあれです

けれども、つくる施設はつくる、無理なもの

は無理という判断も急がなければいけないの

かなと、ただ道の言うところの２０１５年を
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目安としてという部分が、その以降ですね、

その以降の方策がまだ数値上出てこないのか

なという中では、私は第４期、第５期での計

画を確実にやり遂げるという計画が必要だ

と。そうなりますと、この第５期計画という

のが本当に美幌町にとって、今でいうところ

の近々の福祉介護の中での一番の課題かなと

私は判断します。

今回、この１番目の具体的方針実施計画に

つきましては、私も各資料なり、またこの答

弁の中にもまだ本格的に道の方向性なりが

はっきり出ていないということになっていま

すので、ここの部分は今後またいろいろな部

分で資料をもらったり、議会側のほうにも打

診があったり、または町民との意見交換もあ

るのかなという判断いたしますので、ここの

部分はちょっと割愛して、次に入ります。

とりわけ、この部分の中で一つ気になった

のがありまして、美幌町で言うところの策定

委員会という考え方なのですけれども、この

福祉介護計画の中の計画の中には１５人以内

の委員をもって構成するという規定がありま

す。この規定そのものは、僕はいい、悪いで

はなくて、前回のときも選ばれている方々が

とりわけ福祉関係、あとは自治会の関係の方

という形で主に入っていますけれども、美幌

町のこの間、出ていました自治基本条例の中

にもしっかり町民との意見交換をするという

項目がある中で、私はこのメンバー選定につ

きましてちょっと考え方が私は違うものです

から、１５名の委員という部分と今回できた

自治基本条例で言うところの条例の中身の整

合性ですね、その辺についてどのように民生

部なり、町長のほうで判断しているのか、ま

ずお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これからの地域にお

ける福祉をどう取り組むかということであり

ますけれども、とりわけ施設サービスについ

てのお話がありました。

私は、この町は本当に量的にも質的にも民

間の皆さんの力をかりてかなり、特に施設

サービスの部分については、やはりかなり充

実していると、御指摘のようにケアハウスだ

とか、小規模多機能の部分でまだできていな

いところもありますけれども、認知症のグ

ループホームにしましても、今現在、三つの

民間の経営があって、来年に向けて今、１

棟、１事業所といいますかやっておられて、

４カ所になります。総人員でいうと六十数名

の方がその施設サービスを受けられるという

状況になりますし、また、新型特養も増床を

議会にお願いしてようやっとできるようにな

りましたので、そういった意味では民間の皆

さんの力をかりて、またアメニティーの老健

施設は管内に多分３市３町だけの施設だと思

います。

そういった意味で、本当に町民の皆さんに

とって選択の幅が非常にあると、または民間

のほうでも高齢者向けの賃貸住宅なんかも建

設されているようでありますから、これから

の福祉施設サービスをどうするかということ

は、やはり民間の力をかりなければできない

ということですので、そういったことを基本

に取り組んでいきたいと、そんなふうに思っ

ておりますし、第５期でどこまで取り入れれ

るか、無理なのか無理でないのか、無理なも

のはどうするかという問題はあると思います

けれども、いずれにしろ以前から言っていま

すように私たちの地域は６カ月間も冬の中で

生活しなければならない、雪の中で生活しな

ればいけないということで、そういう面では

施設サービスに対するウエート、要望の量が

非常に多いということでありますから、そう

いったことをなるべく無理なものでもできる

だけの努力をして、施設サービスをやはり取

り組んでいかなければいけないと、そういう

思いであります。

あとは、策定委員会の中でどう検討してい

ただくか、今後、いろいろ話をしていきたい

と、そんなふうに思っています。

あとは、策定委員会と自治基本条例の話で

すけれども、もちろん自治基本条例スタート

いたしましたので、町民の皆さんが主役であ



－ 48 －

るということを高らかにうたっていますの

で、もちろん参画をしていただきますし、さ

まざまな形をとって御意見等をいただくこと

ということについては今後も配慮していきた

いと、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 一つ、先ほどの質問

の中でもう１回、聞きたいのですけれども、

自治基本条例ができたという中での町民参画

という部分と、今回でいうこの事業計画のメ

ンバー１５人という意味合いをどのようにリ

ンクさせるのかというところを１回、確認し

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 策定委員会の名

簿につきましては、前回、松浦議員さんおっ

しゃるとおり、１５名の中で１４名の方で委

員さんをお願いしておりました。

今回、いろいろ自治基本条例に基づく、あ

るいは多くの意見を取り入れるために検討し

た結果、４団体を追加して、１８団体で行お

うということで今、現在、事務作業を進めて

おります。

その中には今まで入っていなかった団体さ

んにも御意見を聞いたり、いろいろなことを

御意見をいただくという場面もつくりなが

ら、４団体含めて策定委員会の中で協議をし

てまいりたいというふうに考えていますの

で、御理解いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） この策定委員会の部

分については、まだ後ほどちょっと確認とり

ます。

今、１項目めの中で２番目の質問の中に課

題、方針、具体方策というところで、町長か

らの今現在どうですかという部分では、認知

症を有する高齢者の増加だとか、医療ニーズ

の高い高齢者や重度の要介護者の増加だとか

という、とりわけ人口比率から見る、対応し

ないといけない方々がふえていると。

昨日も買い物弱者の関係だとかも出てきま

したけれども、ほとんどここに出てくるのは

我が地区みたく高齢者がふえるというより

は、若者が減っていく町のすべての課題であ

ろうと思います。

これについては、なかなか人口比率を解決

するには産業界の掘り起こしで対応するしか

ないというのは当然だと思いますけれども、

これが我が町、美幌町にとりましても、どこ

まで高齢者率がふえていくのか、高齢者がふ

えるというよりは、人口の比率がふえるとな

りますと、お金の回し方もきつくなるのかな

と、そうなりますと今後、今、我が町美幌町

としてここに課題がありますけれども、この

課題を見た限り、町長として今後、明るい兆

しがあるのか、それとも解決策があるのか、

現在、美幌町の抱えているであろうここに対

する認識を再度、この課題の部分としてどう

いうふうに認識しているのかお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 高齢者の方が年々ふ

えていく、それはもう一定基準は６５歳とか

という数の話です。

僕は、高齢者の数は問題ではなくて、その

方々が元気で生活していただければ、それで

全く問題はなくて、かつ美幌町内で活躍する

場があると、出番があると、そういう状態

だったら最適だと思っておりますけれども、

ただそれは個人の事情ではなくて、年齢を重

ねることによって手助け必要な方がどれだけ

いるかということだと思います。

ちなみに介護認定受けられている方の介護

３から５の人数が３３２人、今おられます。

そして、片一方で認知症と言われる方が７０

０名ぐらいおられるのではないかということ

であります。

ですから、例えば今、介護度の重い方につ

いては、やはり施設サービスが必要だろうと

いうことで、それでいくと例えばこれは

ちょっと趣旨違いますけれども、特養である

とか、アメニティー入れると、ややそれに近

い数になってくるということで、そういった

面ではもうちょっとやることたくさんあると

思いますけれども、手助け必要な方について
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は今のところある程度はできているのではな

いかなと、ただそれで１００％ではないの

で、これからしっかりやっていかなければい

けないと思っております。

先ほど言いましたように、やはり手助け必

要な方をどう手助けしていくかということ

が、今後の我々の課題です。それはもう、と

りもなおさず我が町における地域福祉、ある

いは高齢者対策、保健対策、そして医療対

策、介護対策ということにつながっていくの

ではないかなと思っていますので、私は決し

て悲観しているつもりもないし、お年寄りが

ふえることに対して決して悲観もしていない

し、そのことでお金かかるなんて、そういう

無礼なことを言うつもりは全くありません。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 地域の大きな課題、

地域というのは美幌町も含んだこのオホーツ

ク地域を僕は指していますけれども、その中

でまだ元気のある町、美幌町がその方策を

しっかり間違わなければ、地域の核となる町

として動くのかなという期待もしています。

続きまして、三つ目の小さい項目の中に第

４期介護保険の事業量、この実績、２１年か

ら動いていまして、昨年、２２年度の決算も

終わったという数字を見た中では、予定より

ここの分野のお金の動きが私なりにはちょっ

と大きくなったのかなという判断をしますけ

れども、この４番目の第４期の事業の分につ

いての多分、細かい総括、なかなか難しいか

なとは思うのですけれども、現況どのぐらい

の判断をしていいのか、ちょっとお願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの第４

期における計画の２１から２３年度までの決

算見込み、実際、計画とどうなのかなという

ことで、本当に今現在、そういった作業を進

めているところでございます。

そういった分析をしながらどうなのかなと

いうことで、ただ今現在のやっている大きな

項目の中で言えることは、第４期に計画して

いた、先ほどの町長から答弁させていただき

ましたけれども、新型特養が若干、第４期に

計画した分が第５期の部分にずれ込んだ部分

が減額になる分と、それからケアハウス含め

て、小規模多機能型介護施設等も計画をして

いたのですけれども、これがずれたことに

よって、今現在で言えることは計画よりも下

回っている状況にあります。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） そうなりますと、今

後のまた施設計画において、この分野のお金

がまたかかると、私としてはお金がかかる、

もしくはかけなければいけないという判断で

物を考えていますけれども、当然、ここで言

うところの事業量の見込みといいますか、介

護保険給付費の見込みがふえれば、簡単に言

うと被保険者の保険料も動くとなりますと、

本当に高齢者の人方がこちらのほうにお金回

りますと、また生産費、要するに生活費だと

か、消費のほうにお金が回る率が減ります

と、商業界、産業界もお金がとまると、私も

多くの町を見ていまして、本当に高齢化にな

ればなるほど商業界が疲弊すると、本当に

あっという間に疲弊するのです。

この実態を見ていますと、本当に我が町の

将来に対して今、何か打つべきということ

で、まず最初に解決しなければならないの

は、この高齢者対策が優先だとまずは思って

います。

今、事業量の推移の中で施設ということの

流れがまた大きく変わるということで、大き

く２番目のほうにすぐ入ります。

この高齢者福祉整備計画と介護労働力とい

うのが大きく第２項目めにありますけれど

も、先ほど答弁の中でケアハウス、そして小

規模多機能拠点事業、そして福祉寮という形

が今後、検討しないといけないということに

なっていますけれども、実は第４期の北海道

の整備計画の中には、地域密着型特別養護老

人ホームというのもつくりなさいということ

がうたっていまして、美幌町の第４期にはそ
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れをうたっていなかったと、これは２年前、

一般質問の中でもどうなのだということで、

今回、第５期の中にも多少、それがまた入っ

てきていると、小さなところなのですけれど

も、これは総合計画にも入っていないもので

すから、本当にこの介護施設のあり方につい

ては、この３年間というより、現在、つくる

段階での整備計画をどうかじ取るのかが重要

かなと思います。

たまたま今回、回答の中にもいろいろと

載っていますけれども、ケアハウス、小規模

多機能の事業所、これらについては民間の力

も導入したい、そしてまたニーズ調査も行い

たいということも書いていますけれども、実

は先ほど最初のほうの質問で、策定委員会の

中にどういう方が入るのかなと思ったとき

に、実はこういう施設のあり方、美幌町のか

じ取りの中で、僕は福祉も産業と考えており

ますので、産業界、とりわけ商業界等の方も

こういう中に意見なり、意見交換なり、その

場が必要ではないかと、というのは各産業か

らの異業種参入だとか、新規事業、もしくは

事業の転身だとかという中では、今、企業を

経営している方の参入も多いのが実情かと思

います。

そうなりますと、我が町も今、美幌町で経

営している方々なり、起業家の人方の意見等

が反映される場が必要でないかと思うのです

けれども、そういうふうな部分をどのように

考えているのか、もしくは対応できるのか

ちょっとお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 松浦議員、１項目め

の介護保険事業計画策定については、もうそ

れは終わったという認識で次に移っていいで

すか。（「いいです」と発言する者あり）は

い、わかりました。

それでは、町長。

○町長（土谷耕治君） 施設サービスを行う

と、どうしても最終的にどこで負担するかと

いうと、介護保険料ということにはね返る心

配があるのです。

それで、介護保険料も今、うちでいうと第

５段階で、標準的な介護保険料が３,２００

円です。例えば、これ５００円上げさせてく

ださいと言っても、施設サービスと引きかえ

に５００円、あるいは３００円どうでしょう

かというところは、これは町民の皆さんの負

担になりますから、これは大いなる論議が必

要だと思いますけれども、安心感をどう考え

るかということだと僕は思いますので、極

力、介護保険料にはね返らないように、上げ

ないようにということはもちろん、それは考

えますけれども、どうしても施設サービスが

ふえていくと、どこかで持たないといけない

という話になってきますから、国は多分、出

さないでしょう。

そうすると、町が出すのか、介護保険に

入っている方に負担していただくかというこ

とになるのです。だから、介護施設サービス

をいろいろやっていくと、民間でやろうが町

がやろうがお金かかるという事実はあります

から、それはもう承知した上で私はやはり、

町としてやらないといけないことは、しっか

りやらないといけないと。手助け必要なお年

寄りにはやはり手を差し伸べないとだめだと

いう、そういったことで考えていきたいと、

そんなふうに思っております。

それから、福祉も産業という見方は、これ

はもうあるかと思います。ただ、その視点だ

けでいくと、やはりではコストに合わないも

のを切っていくかという話になるので、そこ

がいわゆる町と民間とのどういう組み合わせ

にしていくか、どれだけどこを負担していく

かということは、やはり民間の力をかりると

いうようなことだと思います。

だから、採算ある部分は全く民間にお願い

するというのは基本にやっていかなければ、

全部、行政でやれということになると多分、

いろいろなサービスが先送りになるというの

は、現実問題として当然だと思います。

国も厳しいからいろいろ今、見直しをして

いる、その中でどうやってこの地域における

福祉、医療、保健を守るかということは、町

もしっかり頑張らないといけない、そして先
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ほどお年寄りの話出ましたけれども、元気な

お年寄りたくさんいますので、その方の活躍

の場をぜひ提案していただきたいなと思いま

す。そのことで、お年寄りが生き生きとこの

町で、あるいは行政のサービスの一部を担っ

ていただけるのであれば、そこでコストがか

からないわけですから、では本当に困ったと

きに施設サービス３,２００円を、５００円

上げるところを皆さんの力で３,４００円に

しましょうという論議が成り立ってくるので

はないかなと思いますので、１人、だれかが

頑張っていいという話では、この町における

医療、保健、福祉はそうだと、だれか１人が

頑張ってもだめなのです。

これは公の場だから、余りはっきり言いた

くありませんけれども、国に頼っても国も厳

しいです、道も厳しいです、ではどうするか

といったら、この町みんなの力でどうするか

ということをやっていかなければいけない、

その委員会を立ち上げるのですけれども、我

が町にはすばらしい組織があります。ネット

ワーク委員会というのがあります。ここでは

いろいろな提案をしております。幅広い論議

をしていただいています、そういったところ

も、意見も取り入れながら、いい計画にして

いきたいと、そんなふうに思っています。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長のおっしゃる総

論については、私も十分、同じです認識は。

ただ、産業という意味合いでは具体的にお

金を投入する、もしくは建物を建てると補助

金が来る、補助率があるとなりますと外資で

すから。美幌町以外のお金が来るので、その

分は経済効果に波及するとふと考えれば、私

はやる施設はつくるべきと考えています。

当然、その基本になるその税収等、あと町

民負担につきましては、高齢者の部分につい

ては自然増でふえていくけれども、そうでな

い分野については産業対策がしっかりしなけ

ればいけないでしょうというのが、私が何年

もうたっている話ですから、これについての

論議はまた次回ということにします。

今現在、この福祉施設のあり方について、

多くの意味で論議をするよりは、数年前に旭

公営住宅つくるときの施設整備計画の中にも

ケアハウスだとか、生活ハウスの移転、あと

は移譲の仕方ということがありましたけれど

も、現在、我が町美幌町のいろいろな産業

界、あとは事業のほうからこういう福祉の関

係での要望なり、対策についての論議が今あ

るのかないのか、聞くのも野暮なんですけれ

ども、多分あるはずなんですけれども、今現

在、進んでいるであろう話がありましたらぜ

ひお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 今現在、そう

いった団体からのお話につきましては、商工

会議所を通じてＴＭＯの中でこういった会

合、福祉施設について意見交換等を行ってご

ざいます。

経済部と含めながらどういった形が中心市

街地の活性化につながる観点の中で、福祉施

策整備についてどう対応できるかということ

での勉強会をやっているところでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） そういうふうな方向

性の会議なり、打ち合わせ等があるとなりま

すと、改めて私はこの施設整備につきまし

て、第５期に向けてまた今後、動きがあるの

だという判断をします。今の回答の中では。

ただ、それを今後どうするか、どのような

会議を持っていくかが、僕は再度、今回の第

５期計画をつくる委員会、プラスしてそうい

う産業界との話し合いの場をぜひ築くべきと

考えますけれども、町長はどのようにお考え

ですか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 高齢者保健福祉計

画、そして第４期介護保険事業ですけれど

も、特にこの介護保険事業計画というのは、

これは保険料に直接はね返ってくる、そして

積み上げとしてどれだけのサービスをすると

いうようなところから、ずっと積み上げて、
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ではこれをこの期間内に整備する目標として

建てていきましょうと、それによって介護保

険料を幾らいただきましょうという決めなの

で、だからある程度、実現可能なもの、必要

なもの、当面必要なもの、長期的に必要なも

のについては、それは年次的にやっていくと

いうことでありますから、総花的な話ではな

くてかなり具体的な話をしていかなければ、

保険料の算定も難しいということですから、

ですからこの辺がそのさじ加減が難しいとこ

ろで、やはり先ほど言ったように民間の動き

なんかも注視しながら、あるいはいろいろな

声、こういう施設が必要ですよね、こういう

ものがあればいいですよねというものをどこ

の時点で入れていくか、そのことで保険料ど

うなるかということも決めていかなければい

けないということでありますから、ただ何で

もかんでもそこに全部入れればいいというも

のではない計画ですので、その辺は慎重に

やっていきたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 保険料のはね返りだ

とかというのは、当然、わかります。

ただ、第４期の中にやると書いてある、そ

ういうふうに書いてあるのです。であれば、

本当にどこまでいくのか、この論議がもう時

間がなくなってきたということになりますの

で、ぜひいろいろな部分で意見交換だとか、

方向についての確認をぜひしてもらいたく思

います。

続きまして、人材確保という部分なのです

けれども、現在、若干、ヘルパー等も不足し

ているのではないかという話も聞いていまし

たので、こちらに回答には関係機関と連携し

て、支援策を行いたいと書いていますけれど

も、具体的に何か方向性が動きがあれば

ちょっと御説明願います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） さきに町長のほ

うから御答弁申し上げましたけれども、２３

年６月にその事業所を調査しました。介護現

場から八つの事業所が足りないということ

で、具体的には後段に答弁させていただきま

したけれども、やはり新型特養も含めて介護

職が足りないということで、介護職を持たな

い方が就職をしていただいて、過去にもやっ

たケースがございますけれども、介護のヘル

パーの２級の講座を社会福祉協議会とともに

協議しながら、今現在、進めているところで

す。

具体的には、美幌で働きながら実習しなが

ら受講ができるような仕組みを美幌で講座を

開催するということで、今現在、進めている

ところでございます。

具体的には、講師になっていただく方も含

めて、今現在、社会福祉協議会と詰めている

ところでございますので、御理解いただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今の対策について

は、もう早急にでもやる必要があるのかと思

いますので、また私も総務文教厚生常任委員

会なものですから、その中でもまた説明等が

受けれると思って期待しています。

続きまして、美英福祉寮につきましてでご

ざいます。

先ほどの回答の中に民間活力、民間とのと

書いていましたけれども、この北海道の計画

等を見ましても、美英福祉寮、要するに生活

支援ハウスは官の整備というような認識で書

いていまして、となると先ほど言う答弁のと

ころをそしゃくしまして、民間でつくる介護

施設、介護の施設計画があったときに、その

中に当然、官でやるべきこの生活支援ハウス

も同時に織り込める形が協議の中に可能だと

いう認識をしないと、先ほどから言う答弁の

中に民の力、民の活力となりますと、生活支

援ハウスは官ですから、それは当然、リンク

して考える隙間があると判断してよろしいで

すか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 余り、このしゃくし

定規にびちっとあててしまいますと、多少

ちょっと遊びも我々としても正直言うとほし
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いところです。契約に書いてあるから絶対や

るのだと、最近のこの社会情勢を見ても目ま

ぐるしく変わっていく中で、それはもう

我々、最大限の努力をします。そしてまた民

間の方も努力していただいてやっている中

で、民間の皆さんの力をかりるのも相当のエ

ネルギーとパワーが必要なので、先ほど言っ

たように総花的には入れたくはないけれど

も、そこが難しいところなので、その辺のこ

とも若干、理解をしていただきたいなと思い

ます。

福祉も随分、いろいろな政策がどんどん変

わってきています。今、話題になっていませ

んけれども、例えばハンディキャップを持た

れている方のところも、私、ちょっとこの５

年ぐらい経験している間に、本当に支援費か

らずっと変わって今、自立支援で、今度は

今、総合福祉法までできるというようなこと

で、本当に目まぐるしく変わっているので、

計画に上げたからすべてそれを……。実行で

きなかった責任は負わないといけないと思い

ますけれども、その辺もちょっとびしっとは

かった中で、１センチ違ったら違うというこ

とではなくて、少しの遊びをいただきたいな

という思いです。

我々、最善の努力をしてまいりたいと思い

ます。そして、先ほど言ったように、現状の

中では他に負けないような福祉、特に施設

サービスはできているのではないかなと、こ

れも民間の皆さんの力をかりてということを

御理解いただきたいなと、そんなふうに思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長の今、置かれて

いる美幌町の経営という部分では、本当に社

会保障費、要するに民生費というのが、美幌

町の構成比率も上がってきていまして、我が

町の育成がここの部分、日本と同じですけれ

ども相当、厳しくなるとなりますとこの産業

に回るお金の回し方が本当にかじ取りが大変

だろうと思っています。

私は、先ほど言っている計画の中であるこ

の施設というのは、おおむね今、述べたケア

ハウス、小規模の部分だとか、福祉の生活支

援ハウス等については、特段、整備しなくて

はいけないのかなと、また、小規模の事業所

を含めた建物も新たな提案としてありますの

で、ぜひこの分野をつくり上げると、完璧に

するというぐらいの福祉の町を目指すべきと

思っていますので、ぜひこの整備計画につい

ては進めたいと。

ただ、先ほどの中の一番最後になりますけ

れども、美英福祉寮につきましては、もう本

当にこの春、視察に行きましたけれども、も

うそろそろ建てかえが必要かなと、もう限度

が過ぎているかなと思いますので、この福祉

寮につきましては、間違いなく今回の第４期

超えた第５期の中ではやり遂げるという目標

をぜひお持ちになってもらって、なおかつ福

祉施設の整備計画について、幅広い産業界、

商業界、そして新規事業主も含めまして意見

交換の場をつくってほしいと、そのような考

え、町長にまだあると思いますので、その

辺、本当に第５期計画の策定までもう半年も

ありませんけれども、そういう場を設けても

らうことが可能かどうか、考えていますよと

でもいいし、町長の最後この部分のお話を聞

いて、一般質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 総力を挙げて取り組

んでいきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、６番松浦和

浩さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時１０分といたします。

午前１０時５７分 休憩

────────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順に発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、教
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育行政について２点、それから福祉行政につ

いて２点について通告してございますので、

具体的に述べながら質問をさせていただきま

すので、明快な回答どうぞよろしくお願いい

たします。

まず、教育行政の新学習指導要領、生きる

力についてということでございますが、新学

習指導要領は、小学校で平成２３年４月か

ら、中学校では２４年４月から全面実施と

なっております。

この新学習指導要領は、子供たちの現状を

踏まえ生きる力をはぐくむという理念のも

と、知識や技能の習得とともに、思考力、判

断力、表現力などの育成を重視し、主体的に

学習に取り組む態度を養うこととしていま

す。

次代を担う子供たちがこれからの社会にお

いて必要となる生きる力を身につけてほしい

との思いから、新学習指導要領を定めたとあ

ります。生きる力をはぐくむためには、学校

だけでなく、家庭や地域など社会全体で子供

たちの教育に取り組むことが大切ではないか

と思います。町としての考え方があればお聞

かせいただきたいと思います。

２点目の給食の安全性についてですが、給

食の安全性については、以前からも問われて

おりましたが、福島第一原発の事故以来、食

に関してはさまざまな点から不安を感じてい

ます。

未来を担っていく子供たちには不安を与え

てはいけないとの思いを強くしているところ

でございます。

北海道で生産されているものについては安

心とは思っておりますが、放射性物質が一部

検出されている食品も出ていると報道されて

います。特に、学校給食については、安全な

食を提供していただきたい、報道されている

ものは放射性物質の含有量が話題となってお

りますが、体内に取り込まれることで子供た

ちの成長に大きく影響を及ぼします。

町として、食品の安全性についてどのよう

に考えて実施されているのかをお聞かせいた

だきたいと思います。

福祉行政について、地域福祉計画について

ですが、地域福祉はだれもが住みなれた地域

の中で心豊かに安心して暮らせるような仕組

みづくりと、それを持続させていくことだと

理解しています。

また、福祉計画は地域の助け合いによる福

祉を推進するため、一人一人の尊厳を重ん

じ、人と人とのつながりを基本として困った

ときに助け合う、支え合うとともに生きる社

会づくりを目指していく計画であると理解し

ているところでございます。

ひとり暮らし世帯も多くなり、隣近所との

おつき合いも大変になってきているのも現実

としてあります。計画が実施されてから２年

目です。さまざまな取り組みはなされてきて

おりますが、この計画ができてからの新たな

取り組みがありましたら、お聞かせいただき

たいと思います。

２点目の地域サポーターとの連携について

ですが、地域サポーターの役割がやっと定着

してきたかのように思います。自治会によっ

ては、理解しづらく、なかなか連携のところ

までには至っておらず、活動の内容、取り組

む姿勢にも差があるように思うところです。

協力していただけるところはしっかりと協

力を願い、住みやすい地域にしたいとだれも

が願っています。地域サポーター制を十分理

解していただき、もっと連携を深めることで

充実した取り組みができるのではないでしょ

うか。今後の取り組みについて、考え方があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

以上で、１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

教育行政については、後ほど教育委員会の

ほうから御答弁を申し上げます。

初めに、福祉行政について、地域福祉計画

についてでありますが、急速に進む少子高齢

化社会の進展や成長型社会の終えん、産業の

空洞化、そして深刻な経済不況など、地域社



－ 55 －

会を取り巻く環境は大きく変わってきていま

す。

このような中、ともに生きる町づくりの精

神を発揮し、人々が手を携えて生活の拠点で

ある地域に根差して助け合い、生活者として

それぞれの地域でだれもが安心で、充実した

生活が送れるような地域社会を基盤とした地

域福祉の推進が必要となります。

地域福祉計画は、年齢や障害の有無にかか

わらず、一人一人が個人としての尊厳を持っ

て家庭や地域の中でその人らしく、安心した

生活を送ることを目指し、行政を初め町民、

各団体など地域を構成するすべての人々が主

役となって、地域全体の生活課題を解決して

いくものであります。

美幌町においては、社会福祉法第１０７条

に基づき、平成２２年３月に策定し、計画期

間はまちづくり全体の基本指針となる総合計

画の期間内となる平成２２年度から平成２６

年度までの５カ年とし、具体的な個別計画の

高齢者保健福祉計画、介護保険計画、障がい

者計画、障がい福祉計画、次世代育成支援行

動計画、健康増進計画の基本となる計画であ

り、社会福祉協議会が中心となって実施して

いる地域福祉実践計画は、住民などの福祉の

活動計画として地域福祉の推進を目指すもの

であることから、地域福祉計画とその内容を

一部共有したり、地域福祉計画の実現を支援

するための施策を盛り込んだりするなど、相

互に連携を図りながら推進しているところで

あります。

この計画の理念は、すべての人々がたがい

に助け合い、温かに暮らせるまちへとし、そ

の具体的な基本目標につきましては、たがい

に助け合う～地域福祉を推進する取り組みへ

の住民参加、温かに暮らせるまち～地域にお

ける福祉サービスの利用促進、安心・安全な

まち～地域でだれもが生き生きと安心して暮

らせるまちづくりスペースの三つを掲げ、策

定しております。

御質問のこの計画ができてからの新たな取

り組みでありますが、互いに助け合う取り組

みの主なものについては、権利擁護や高齢者

虐待予防研修会の開催、さらに社会福祉のボ

ランティア団体としてナルク美幌からまつが

結成され、活動しているところであります。

次に、温かに暮らせるまちの取り組みにつ

いては、平成２３年７月１日から、役場福祉

医療窓口の一本化、障害者等交通費助成事業

及び障害者等相談支援事業の拡充、緊急雇用

創出事業による障害者等の引きこもり対策、

就労及び雇用の支援、高齢者等間口除雪事業

の実施、成年後見制度の研修会等を積極的に

開催しているところであります。

次に、安心・安全なまちの取り組みについ

ては、健康づくり施策の推進としては、脳

ドックの利用者負担の軽減、新型インフルエ

ンザ予防接種助成事業、子宮頸がん等ワクチ

ン接種緊急促進事業、女性特有のがん検診推

進事業、妊婦健診の交通費助成事業「プレマ

マサポート１４」、特定健診の受診率向上対

策、健康づくりマニュアルの作成などをして

おります。

さらに、民生委員児童委員協議会において

福祉マップ作成に向けた学習会の開催、地域

公共交通活性化協議会によるバス路線等の実

証運行及び災害時要援護者避難支援制度の取

り組みなどを行っているところであります。

今後につきましては、計画的に施策の推進

を図るため、地域福祉計画及び高齢者、障害

者などの個別計画の進行管理や評価などを行

い、地域福祉計画を推進してまいりたいと考

えております。

次に、福祉行政について、地域サポーター

との連携についてでありますが、美幌町地域

サポーター制度については、美幌町と美幌町

自治会連合会が平成２０年４月２８日、協定

書を交わし、平成２０年５月１日からスター

トしております。

制度の導入に当たっては、本来の地域活動

の原点であります自分たちの地域はみずから

考え、みんなで解決していくことを大切にし

ながら、地域と行政のパイプ役として町職員

が担うこととしたところであります。なお、
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地域サポート職員の配置につきましては、総

括する部長職とともに三、四名の主幹職が複

数の自治会を受け持つこととし、６７自治会

を八つのグループに分けることとしたところ

です。

御質問の地域サポーター制度を十分理解し

ていただき、もっと連携を深めることで充実

した取り組みができるのではないかについて

でありますが、担当する職員についてはでき

るかぎり自治会と連携を図りながら対応して

きていると思いますが、今後につきましては

さらに御指摘のないよう、対応してまいりた

いと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君）〔登壇〕 それで

は、教育行政について１点目の新学習指導要

領、生きる力についてお答えを申し上げたい

と存じます。

平成１８年１２月、政府は約６０年ぶりに

教育基本法を改正し、これからの教育のある

べき姿、目指すべき理念を明らかにいたしま

した。これまでの教育基本法に掲げられてき

た人格の完成など、普遍的な理念は大切にし

つつ、引き続き日本国民が等しく願う民主的

で文化的な国家の発展と、世界平和と人類の

福祉の向上への貢献を掲げ、その理想を実現

するために個人の尊厳を重んずることなどを

宣言するとともに、新たな公共の精神の尊

重、豊かな人間性と創造性や伝統の継承を規

定いたしました。

これにより、教育再生会議において、教育

再生のための緊急対応として、学校教育法の

改正を初めとする教育三法、これは学校教育

法、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律、教育職員免許法及び教育公務員特例法で

ありますが、この改正の提言がなされ、平成

１９年６月に可決成立、公布されたのであり

ます。

このような法改正を受け、小中学校等の教

育課程の基準である学習指導要領は、教育の

目的を実現するため、社会の変化や子供たち

の現状を踏まえおおむね１０年に一度改訂さ

れてきているものであります。

平成１０年に改訂された前学習指導要領

は、その基本理念を基礎・基本を確実に身に

つけ、いかに社会が変化しようとみずから課

題を見つけ、みずから学び、みずから考え、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解

決する資質や能力、これは知的な力と申しま

す。みずからを律しつつ、他人とともに協調

し、他人を思いやる心や感動する心などの豊

かな人間性、これは人間としての力でありま

す。たくましく生きるための健康や体力、こ

れは体力の向上、などのいわゆる生きる力の

育成としております。

これは、平成８年の中央教育審議会の答申

が生きる力をゆとりの中ではぐくむことを教

育のモットーとして打ち出したためでありま

す。

前学習指導要領は、中央教育審議会での議

論を受けて基礎基本の徹底、体験的、問題解

決的な学習活動の重視、個に応じた指導、総

合的な学習の時間の創設、選択の幅の拡大の

五つのポイントを目標として掲げ、これ自体

はバランスのとれた合理的な目標でありまし

たが、実際の教育現場では２番目以下の、こ

れまで初等・中等教育にはなかった新しい目

標への対応に追われ、基礎基本の徹底という

教育本来の役割が希薄になってしまったので

はないかと分析されております。

特に、個に応じた指導という目標に接し、

教え込みはよくないという考えが流布し、繰

り返しの学習や宿題が減るなどということが

一部の保護者や教員、教育関係者から危惧さ

れ、それにマスコミも加わっていわゆるゆと

り教育批判の大合唱が始まってしまったので

あります。

また、国際学力調査の結果から、ゆるみ教

育と批判され、揶揄された前学習指導要領で

はありましたが、基礎的、基本的な知識・技

能はおおむね身につけており、ただこれを活

用する力に大きな課題があり、生きる力の基
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本理念が十分に実現されていないと中央教育

審議会の新しい教育課程部会で議論されたの

であります。

そこで、各教科に共通して言える言語と体

験を軸として感じる、考える、社会で暮らす

などの生きる力の中の人間としての力をはぐ

くむことが提言されたところであります。

美幌町教育委員会といたしましても、学校

教育の果たすべき役割を考えたとき、基礎・

基本を徹底し、みずから学び、みずから考え

る力などを育成すること、確かな学力をはぐ

くみ、豊かな人間性やたくましく生きるため

の健康や体力などを含め、どのように社会が

変化しても必要なものを身につけ、美幌の将

来を担う子供たちの健やかな成長をはぐくむ

ための生きる力が必要であると考えておりま

す。

昨年の全国学力・学習状況調査の結果は、

全国を１００とした標準化得点では、新聞報

道による順位ほど差は生じておりませんが、

昨年度の調査より若干上がっているものの、

残念ながら北海道全体、美幌町全体では全国

平均から低い結果は事実であります。

このようなことから、今回の学習指導要領

改訂の成果を上げるため、前回の平成１０年

の改訂時には各学校において学習指導要領の

よって立つ背景や基本的なねらいとしている

点等について、各学校や地域への周知が結果

的に不十分であったことなどを踏まえ、まず

教育現場の先生方に学習指導要領の内容につ

いて、正しく理解していただくことが必要と

考えております。

例えば、授業時数の増加は、つまづきやす

い内容の繰り返し学習や観察、実験、レポー

ト作成、論述などの学習活動の充実が目的で

あります。きめ細やかな指導を行うために

は、現場における指導体制の整備が必要であ

り、増加した授業時数の確保には、これまで

と同様に朝の１０分間読書、学習の活用、長

期休業日の短縮などで対応可能であり、この

ようなことを学校、教員に理解してもらうこ

とが必要であります。

また、きめ細かな指導や多様な体験活動な

どを実施することは、教員数の増など予算が

必要であることは言うまでもありません。少

人数学級など、教職員の配置では、残念なが

ら現状では財源の裏づけは明確化されていな

い状況でありますが、引き続き教員加配制度

など活用し、教職員の確保に努めてまいりま

す。

教育委員会としましては、学校、教師、子

供が本来有している力を十分、発揮できるよ

うにするとの観点に立ち、学校一丸となって

教職員の資質、能力を磨き、組織力を高め、

現下の財政状況が厳しい折ではありますが、

予算の確保に努め、学校運営に取り組んでま

いります。

議員御指摘の家庭や地域社会との連携で

は、社会がますます複雑多様化し、子供を取

り巻く環境も大きく変化する中、学校がさま

ざまな課題を抱えているとともに、家庭や地

域の教育力が低下し、学校に過剰な役割が求

められているのも事実であります。

これからの教育は、学校だけが役割と責任

を負うのではなく、これまで以上に学校、家

庭、地域の連携、役割分担を意識して、それ

ぞれの協力のもとに進める必要があると考え

ております。

そのため、学校、地域の方々のボランティ

アに支援していただき、地域の子供は地域で

育てるという活動が重要であります。

町内においては、既に外部講師による授

業、ＰＴＡ活動、パトロールボランティアな

ど、さまざまな形で支援が行われておりま

す。

本町では、この既存の事業をもとに、さら

に発展的に展開するためには、それぞれの団

体の自主的ボランティア活動を尊重しつつ、

ボランティアの要請、募集を行い、支援して

いだたける体制を整え、町民の皆様の力をか

りて展開してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、町民の皆様に学

校を支援していただくためには、学校はどん

なことを手伝ってほしいのか、教員にはどの
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ような苦労があるのかなど、町民参観日、授

業の公開を通し、学校自体を町民の皆様に

知っていただくための努力とともに、学校便

りの自治会配付など、情報公開も引き続き行

い、児童生徒の学習活動、地域の人々の協力

を得て進めてまいりたいと考えております。

次に、２点目の給食の安全性についてであ

ります。

福島第一原発事故により、放射性物質が外

部放出され、大気、海水、土壌などが汚染さ

れ、農林水産業などへの被害や放射線による

人体への影響など、日本がこれまで経験した

ことのない未曾有の原子力事故となり、その

収束が懸念されているところであります。

御質問の学校給食における食品の安全性で

ありますが、現在、国では食品衛生法に基づ

き、暫定規制値を超える放射性物質が検出さ

れた食品について出荷制限等を行い、流通さ

せない措置がとられております。

北海道でも、道内の大気、水道水、海水、

水産物、農地土壌のモニタリング調査を実施

し、放射性物質の監視を強化しております。

また、本町の学校給食においては、従来から

地場産の農畜産物や加工品を優先して使用し

ており、平成２２年度の地場産使用割合は、

青果類２８品目中、２１品目で７５％、野菜

類は重量比で４５％となっており、今後にお

いても可能な限り地場産を使用してまいりま

す。

さらには、食材納入業者等から提出のあっ

た微生物検査の結果とあわせて、昨年から独

自に民間検査機関による食材や加工食品の検

査を実施するなど、食材等の安全確認を行っ

ており、食品の選定、納入時の検収に当たっ

ても万全を期してまいりたいと考えておりま

す。

議員御質問のとおり、未来を担う子供たち

のために、安全で安心な学校給食で提供でき

るように、地場産食材の利用促進に努めると

ともに、国・道からの情報収集と食材納入業

者との連携を密にしながら、学校給食におけ

る食材の安全確保を図りたいと考えておりま

す。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いを申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 答弁をいただきま

したので、再度、質問させていただきます

が、まず最初に新学習指導要領、生きる力に

ついて再度質問をさせていただきます。

御答弁については、詳細にわたっていただ

きましたので、これまでの経過、前学習指導

要領から、今回、改訂されるに至った内容に

ついて、生きる力への取り組む姿勢などは十

分、理解させていただいたような気がしてお

ります。

これは、私の勝手な思いで今回、質問させ

ていただくのですが、制度だけが一人歩きし

ているのではないかなという強い思いがあり

ましたので、今回、改めて質問をさせていた

だいたということでございます。

最近では、大きな問題として報道されてお

りませんが、一時期は子供たちのいじめの問

題であったり、自殺の問題であったり、殺傷

事件であったり、学校に対しての暴力行為で

あったり、さまざまな形での大人社会への不

満のあらわれだったのかなと感じていること

であります。

今回、改訂された新学習指導要領の中で、

生きる力についてはどのような内容になって

いるかということも理解いたしましたし、町

の教育委員会としてもこの要領に基づいて、

生きる力については新たな取り組みがあるの

かなということも感じております。

御答弁いただきましたように、教育委員会

としての思いは理解するところでございます

が、何といっても教育現場との連携がより重

要課題ではないかと思いますので、その点に

ついてもしお示しできるものがありましたら

お願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） ただいまの坂田議

員の御質問、後段の学校、あるいは学校の思
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いといいましょうか、お話のとおりでござい

まして、もちろん学校としては教育の専門集

団でありますので、しっかり学力等も含めて

伝えるものは、しっかり伝えていかなければ

ならない、そういう役割を当然のことながら

担っておりますけれども、さまざまな今の社

会情勢の中で、例えば学力をつけさせるとい

う問題も、実は学校での授業を通してそうい

う学力ということもございますけれども、当

然のことながら家庭における学習も相まって

そういう学力がつくということがございま

す。

その中で、各学校では今、取り組みとし

て、もちろん宿題ですとか、あるいは朝、始

業前の１０分間とか短い時間ではありますけ

れども、そこで書き取りですとか、読書です

とかさまざまな取り組みを実はしています。

あるいは、放課後においてもそういう取り組

みをしておりますけれども、これはやはりど

う考えても家庭との連携が十分に図られませ

んと、その実効性は上がらないと、このよう

に思っています。

そういう中で、今、事あるごとに私、例え

ば校長会、教頭会、あるいはＰＴＡ連合会等

の集まり、さらにはいろいろな交流、保護者

の皆さんとの交流、さまざまな場面がござい

ますけれども、その中で申し上げているのは

学校が今、抱えているさまざまな問題を地域

の皆さん、保護者を含めて、もちろんＰＴＡ

の皆さんに対して十分に今の実情を伝えてい

るのかと、十分に伝えられていない中で家庭

教育の問題であるとか、家庭のしつけがどう

なのかと言ってみても、これは学校における

そういう十分な活動が地域の皆さんに知られ

ていなければ、これは前に進んでいきませ

ん。いいことも悪いことも、例えばいろいろ

な問題があったとしても、一時は怒られるか

もしれません、でもその上で十分な説明をし

た上で自分のサポートというか、支えてくれ

ると、そういうことがありますので、いいこ

とも悪いことも含めて地域の皆さんにその学

校の実態をお伝えしてほしいと。

当然のことながら、授業の公開も含めてそ

ういうさまざまな手法を使って地域の皆さん

にお伝えいただきたいと、学校によってはと

いうか、ほぼそうですけれども、学校便りは

自治会の皆さんにお願いをして、各戸にその

学校便りも配付をしているというような取り

組みもその一環であります。

そういう中で、やはりさまざまなこういう

時代でありますので、それこそ生きる力を身

につけさせるためには、学校だけでなく、地

域の皆さんとともに歩む、そういう姿勢を学

校みずからが示さなければならない、そうい

う観点でさまざまなアプローチといいましょ

うか、投げかけをいたしているところであり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、教育長から説

明があったとおり、現況においては家庭や地

域の教育力が低下しているというところが大

きな問題であって、学校に過剰な役割を求め

るということも問題ではないかなというふう

に私としては感じているところでございま

す。

ただ、地域社会においても、子供たちを取

り巻く環境というのはかなり大きく変化して

いるというのも事実としてありますので、や

はりそういう事実を踏まえていてもいつ、ど

こで、何が起きるかわからない社会環境で

あったとしても、美幌で育つ子供たちにはい

かに社会が変化しようとみずから課題を見つ

けたり、みずから学んだり、みずから考えた

り、主体的に判断したり、行動したり、たく

ましく生きる力を身につけてほしいという強

い願いを持っています。

そのために、何が必要かというところで

今、教育長と議論を進めているのかなという

ふうにも理解をしているところでございます

けれども、やはり学校だけが役割と責任を負

うのではなくて、家庭、それから地域の連携

と役割分担をしながら意識を持って取り組ん

でいかなければならないというところが現状
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なのかなというふうに押さえております。

学校も先生も子供たちも、本当に本来持っ

ている力を十分発揮できるように予算の確保

と、それから学校運営が最大、取り組んでい

けれることが私たちのできることではないか

と思いますので、今までも教育委員会として

は最大限、力を発揮していただいているのは

十分、理解をしているところですが、引き続

き子供の教育にかかわっては力を発揮してい

ただいて、学校、家庭、地域の連携を密にで

きるようにしていただきたいと思います。そ

の点については、どうぞよろしくお願いした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 今の学校環境、あ

るいはその教育環境というふうに言ってよろ

しいかというふうに思いますけれども、きょ

うの新聞にも載っておりましたが、日本の教

育費の占める割合というのが本当に下位のほ

うにあるということがあります。

ただ、これは比較の問題でありますけれど

も、美幌町においては学校環境も含めて、あ

るいは授業のみならずクラブ活動ですとか、

そういうことも含めてこれは身内同士と言っ

てしまうとあれなんですけれども、私どもに

とっては段階的にさまざまな予算をつけてい

ただいている、もちろん私どもも要望してお

りますけれども、そういう中にあるのだろう

というふうに思います。

ただ、総体的な問題、各国の比較の問題で

言うとなかなかそういう状況には至ってはい

ないということは片方でありますけれども、

美幌町においてはそれなりの対応をとってい

るということであります。

問題は金をかければいいという、それに越

したことはないのですけれども、まだまだや

ることがあるのだろうと思います。先ほどお

話がありました地域の皆さん方、本当にさま

ざまなところでサポートいただいておりま

す。

例えば、一例申し上げますけれども、学校

の環境整備の中で、なかなか財政的に厳しい

というようなこともあって、取り組めなかっ

たものが、地域の皆さんの手によって例えば

学校、校舎の屋根の塗装までしていただいて

いるというようなこともあります。それがい

いことなのかどうなのかということはちょっ

と置いておいて、でもそういうことで地域の

皆さん方が協力をいただいていると、そうい

う状況というか、そういう子供たちをという

意味で地域の皆さんかかわってくれていま

す。

そのことをもっと拡大するためには、先ほ

ど申しましたのですけれども、今、学校が何

を求めているのと、何をサポートしてほしい

のと、このことがしっかり伝わらないと、こ

れは幾ら地域の皆さん方がかかわろうとして

も、そこでかみ合わないという部分もありま

すので、これはどちらの責任かというと教育

委員会であったり、学校であったりというふ

うに私ども思っておりますので、そういう面

でさらに、そういう地域との連携を図ってい

きたいというふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） この生きる力の問

題について最後なんですけれども、つい先月

でしたか、その前でしたか、札幌で起きた事

件がありました。大切な命をみずから絶って

しまったり、それから相手の命を奪ってし

まったりということが最近、平気で行われる

ことが多い、事件ということでは、非常に残

念なことだと思っているのです。

一番の原因というのはやはり子供同士のコ

ミュニケーション能力が低下しているのでは

ないかなというところが一番、大きなことだ

と思うのです。

もう一つには、やはり地域の人たちとのコ

ミュケーションも大事ではないかなと。例え

ばあいさつであったり、そういうところの声

かけであったりすることによって、コミュニ

ケーションもうまくとれるようになってくる

だろうということと、それが広がって生きる

力を身につけていく成長段階にでもつながっ
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ていくのではないかなというふうなところに

感じているところもありますので、しつこい

ようですけれども、やはりそういう子供同士

のコミュニケーション、地域のコミュニケー

ションということも含めて学校、家庭、地域

連携ということで、今後の活動に期待をして

いきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 全く異論はござい

ません。まさに、そのとおりだというふうに

思います。

今、美幌町で子供たち、地域の皆さん、自

治会も含めて登校時に見守りをしていただ

く、あるいは下校時に見守りをしていただく

ということもそういうことだと思います。

地元紙にも載っておりましたが、ずっと長

きにわたってそういう見守りをしていただい

た方が地域にいらっしゃいます。子供たち

は、愛称で呼んでいます、名前は申し上げま

せんけれども、何々ちゃんと、結構もう７０

過ぎていらっしゃる方ですけれども、そうい

うことから子供たちって育っていくのだろう

なというふうに思っています。心して、これ

から進めてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ２点目の食の安全

性、給食の安全性についてですが、御答弁い

ただきましたように、さまざまな情報をもと

に取り組まれているということは十分、理解

をしているところです。

また、従来から地場産を優先して使用して

いるという説明もありましたので、この点に

ついても十分、理解をしているところです。

全国的に放射性物質によって思わぬところ

で汚染されていることが浮き彫りになったり

していることもありますし、気がつかなかっ

たりして買ってしまうということもあり得る

話だとは思うのですが、子供を持つ親にとっ

ては食物からの内部被爆をとても心配してい

るということもありますので、神経質になり

過ぎると言われるほど過敏に反応せざるを得

ない状況にもあるという現実です。

親としては、成長期にある子供たちにとっ

て３食のうちの１食ではありますけれども、

大事な大事な１食となっている子供たちがい

ます。その１食で成長期の大切な栄養素を補

給しているということも考えると給食のあり

方も考えさせられてきます。

今後とも、食材については地場産と言いな

がらも、常に安全な食材の確保と食事は楽し

みながら、安心しておいしくいただける給食

が提供できるように取り組んでいただきたい

ということで、給食の面については再度、質

問はしないことにいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 本当に今回、たま

たま放射性物質、市内のスーパーで販売をさ

れていたと、たまたまうちらはそこから買っ

ていなかっただけの話であって、そういうこ

とが起こり得るということは、もう本当に心

配をされるところであります。

ただ、トレーサビリティー、要するに追跡

調査ができるものについては、買った段階で

すべて事前に検査をしておりますので、それ

をたどっていくことによって、それを排除で

きるのですが、それ以外のさまざまな問題が

ございますから、それをすべて、では始末が

つけれるかというと、なかなか難しいという

ことでありますので、できる限り、でき得る

限り地場産品、これにシフトしていきたいと

いうふうに思っています。

ただ、それのためにはさまざまな体制づく

りも必要でございまして、また御協力をいた

だかなければならないこともございますの

で、それら含めてできる限り拡大をしてまい

りたいと、このように思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 次の地域福祉計画

について再度、質問させていただきます。

この地域福祉計画はとても幅の広い計画で

して、高齢者、障害者、先ほど答弁いただき

ましたように、いろいろな制度によってサー
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ビスを利用するだけでなく、この地域で人と

人とのつながりを大切にし、だれもが生き生

きと安心して暮らせる、生きがいを持って生

活していくための仕組みづくりが最重要課題

であることは十分、認識しているところでご

ざいます。

この地域福祉計画については、すべてのこ

とが盛り込まれて推進されてきていると思い

ますが、進捗状況はどうかということでお聞

かせいただける点がありましたらお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 進捗状況につき

ましては、先ほど１回目の答弁の中でそれぞ

れの項目にわたって町長のほうから御答弁さ

せていただきました。

このほかに、坂田議員さんおっしゃるとお

り、どうやって地域の中で見守りを続けてい

くか、あるいは地域のサポーターの中で地域

の皆さんがどう支え合っていくかと、本当に

地域のコミュニケーションが必要だというこ

との中では、今現在、そのほかにおいても以

前から各団体にお願いしている、例えば愛の

ふれあいの訪問ですとか、それから配食サー

ビス、それからやすらぎ支援事業、これにつ

きましては、サフランの会さんのほうから

やっていただいております。それから、いき

がいデイサービス、認知症、託老所、それか

ら地域包括支援センターによる高齢者への訪

問、あるいはたすけあいチームの活動、ふれ

あい電話のサービス、これは社会福祉協議会

がやられている、月２回電話で安否確認を行

うもの、よりあいデイサービス、これについ

ても社会福祉協議会が地域に住む高齢者の取

り組みのもしものためにデイサービスを町内

８カ所でやってございます。

こういった団体と、さらに連携をとりなが

ら、議員さんおっしゃられるとおりどうみん

なで、地域全体でこの生活の課題を解決して

いくかということについては、さらに取り組

んでまいりたいというふうに考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 先ほどの答弁で大

体のことはわかったのですが、せっかくこう

いうすばらしい地域福祉計画というものを私

もいただきましたので、見せていただいて、

これが全部実行できるとすばらしい美幌の福

祉が実行されるのだなというふうに理解はし

ているところなのですけれども、ただ今回、

高齢者に限って申し上げてしまうと、ちょっ

と偏ってしまうかなという思いはあるのです

けれども、高齢化が猛スピードで進んでいる

この日本で、介護を担う男性もふえてきてい

ます。それから、ひとり暮らし世帯も相当数

ふえてきています。

しかし、その人たちを支える仕組みは圧倒

的に足りないということを強調して申し上げ

たかったところでございます。地域の中で孤

立する高齢者、男性には限りませんが、孤立

していくのは男性が多くなっているという状

況がありますので、地域連携で高齢者を支え

ることではないかなというふうに思っており

ますので、すばらしい計画をもとに実践でき

る状況をつくっていただきたいという私の思

いでございますので、一日でも早くそういう

対応できるように取り組んでいただきたいと

いう思いでございます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 今の御指摘の部

分については、あくまでも地域福祉計画はそ

れぞれの具体的な高齢者福祉、第５期介護保

険事業計画、あるいは第３期の障がい者福祉

計画、それから次世代行動支援計画の総括す

る地域福祉計画になってございます。

今、御質問の地域福祉計画の中の具体的な

その高齢者の介護のひとり暮らしの対応につ

いてでございますけれども、これは先ほど松

浦議員から質問ありましたけれども、介護保

険事業計画の中で具体的に今回うたおうとし

てございます。

それには、道の計画の中に指針のとおり、

本当に高齢化の一層の進展、ひとり暮らしの



－ 63 －

高齢者がふえている中で、地域包括ケアシス

テムということが今回の計画の中にうたわれ

てございます。

高齢者が可能な限り、住みなれた地域でそ

の有する能力に応じて充実した生活ができる

よう対応してまいりたいということで、その

具体的な対応策も２３年３月に北海道が作成

した地域住民と協働による安心して暮らせる

地域づくりのガイドブックがありますので、

それを参考にしながら個別計画の中、介護保

険事業計画の中に盛り込んでいきたいという

ふうに考えてございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ぜひ、安心して地

域の中で生活できるよう、仕組みづくりに期

待をしたいと思います。

最後に、地域サポーターの連携についてと

いうことで、このサポーター制度は答弁の中

にもありましたが、２０年５月１日からス

タートということで４年目を迎えておりま

す。この制度は、地域活動の原点であり、自

分たちの地域はみずから考え、みんなで解決

していくことを大切にしながら地域と行政の

パイプ役として町職員が担っていくことを目

的とした制度であるということを十分、理解

しているところですが、６７自治会を８グ

ループに分けての活動の中で、自治会との連

携の中で情報の伝達方法に差があるのではな

いかなというふうに思われます。

そのことによって、自治会の取り組み方に

も差が出てきているのではないかなというふ

うに私が思っているところでございます。

平成２１年１２月の定例会の一般質問の中

でも、地域サポーター制度について質問され

た議員さんがいらっしゃいました。その答弁

の中で、当時としては始まって間もない制度

であり、システムとしては不十分な面があ

り、住民の皆さんと話し合いながら町づくり

を進められるよう、よりよい制度へと改善し

ていきたいとの御答弁でありましたが、その

後どのように見直されたのかお示しいただけ

るものがあったら、お示しいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 地域サポーター

制度は、私のほうで担当しているものですか

らお答えさせていただきたいと思いますけれ

ども、先ほど答弁申し上げましたように、平

成２０年５月１日からスタートしまして、そ

の後、自治会からの要請によるもの、あるい

は意見交換等をやっております。

この地域サポーター制度をつくった当時、

全自治会をこの制度の説明をしながら、パイ

プ役として今後、おつき合いをしていただく

ということで、全自治会を回るということで

皆さんと意見交換をするという働きかけを

行っております。

その後、一部の自治会ではありますけれど

も、後期高齢者制度の勉強会、あるいはごみ

収集の問題、公営住宅の環境整備、青少年の

安全対策などの相談についてサポーター制度

を利用した打ち合わせをやらせてほしいと

いった内容で、一部の地域では出かけていっ

ております。

ただ、直近では災害時要援護者支援制度に

基づく個別計画を策定するに当たりまして、

全自治会、これも全自治会を対象に依頼に歩

いていただきました。要援護者の個別台帳と

いうことで、現在までに約４３０名の方が登

録されたという結果をいただいております。

このサポーター制度、おっしゃるとおり、

発足当時は自治会もなかなか理解しづらいと

いう部分があったのかなと思いますけれど

も、今回のようなこの災害時の要援護者支援

制度という制度の中で、全自治会を回ること

によって、少しずつではありますけれども定

着してきているのかなと感じてきているとこ

ろであります。

こうした状況を踏まえましてさらに、今

回、７月の自治会の三役会の中で、もっとサ

ポート制度が地域に密着した形で、各自治会

とつながるようにということで積極的に活動

していただくよう申し入れを行っております
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し、さらに職員の人事異動等によりまして、

担当者がかわった場合、自治会に通知を出し

ているといった取り組みなども行っておりま

す。

こうしたことを含めまして、積極的に各自

治会の要望、陳情でもいいのではないかなと

私個人的には思っております。そういったこ

とを含めて、小さなことから取り組んでいく

ことによって地域の問題解決だとか、そうい

うのにつながっていけばいいのかなというこ

とで考えておりますので、自治会等の連合会

含めて、さらに活用していただけるよう要請

していきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今の答弁で、内容

についてはよくわかりました。

ただ、申し上げたかったのは、自治会に

よってはサポーター制度というのは理解をし

ているところもありますが、なかなかその制

度に取り組めない状況になっているところも

あるということを理解していただきたいとい

うことと、それから熱心に自治会の活動の中

では取り組んでいるところもあれば、相談に

あずかっていないから、なかなか自治会とし

ては取り組んでいないというところの地域の

差というか、自治会活動の差に相当、開きが

あるなという思いがあるのです。

それで、せっかくこういうすばらしいサ

ポーター制度があることなので、自治会には

同じ、均等に情報伝達ができるような、そう

いう仕組みにしていったら自治会の活動にも

差が出ないのではないかなというふうな思い

がありますので、そこら辺のことについて強

い働きかけをしていただきたいという思いが

ありますが、その点についてはいかがでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） ただいまおっ

しゃるとおり、私ども各自治会に今回の災害

時の要援護者避難支援計画をつくるときに、

サポーター職員についてもみんなと同じ場所

で説明をしているのですけれども、それぞれ

の自治会に入っていった中で、それぞれの説

明で若干、そういうニュアンス的なもので違

いがあるのかなという部分、当然、あるのか

と思います。

自治会に対して、このサポーター制度その

ものの制度のあり方についても、自治会も役

員さんかわりますので、そういったことを含

めてまた改めてそういった制度の説明を含め

て、そういう機会を設けるなど、今後、検討

していきたいと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） どこの自治会に

行っても同じような取り組みができるシステ

ムづくりに力を入れていただきたいと思いま

す。

以上で質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１時２０分といたします。

午後 ０時０５分 休憩

────────────────

午後 １時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順に発言を許します。

４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君）〔登壇〕 それでは、

さきに通告してありました２点について、御

質問申し上げます。

１点、公園施設についてが１点。２点、防

災についてが１点でございます。

それでは、１点目の公園施設について。町

の公園施設づくりの今後の計画についてを質

問させていただきます。

美幌町には、大小さまざまな公園があり、

町民の憩いの場、子供たちの遊びの場、運動
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の場と公園は用途に応じ使用されています。

さて、昨今ではペットが家族同様に愛され

飼われております。美幌町でも、朝夕に飼い

主と散歩をしている犬たちを数多く見られま

す。

美幌町内で、犬を飼っていて４月現在の登

録頭数は１,１７１頭で、７月に５５頭登録

され、合わせて１,２００頭以上の犬が登録

されています。

犬は大昔から人間の友であり、番犬になっ

たり、狩の手伝い、仕事の手伝いをし、最大

は人間の目となり、耳となり、手足となって

働いてくれるすばらしい動物です。犬に癒さ

れ、犬とともに散歩をすることは人間の心と

体の健康にもなり、町の健康で長生きという

プランにも当てはまります。

そこで、お尋ねいたしますが、今後のまち

づくりの中に犬が安心して入れる公園、もし

くはドッグランなどを計画の一つとしてお考

えの中にありますでしょうか、お示しいただ

きたいと思います。

もう１点、防災についてでありますが、冬

季の災害における備蓄用品等について質問さ

せていただきます。

災害における備蓄用品等についての質問で

すが、このたびの台風１２号も雨による洪水

被害で１００名近く、正直１００名超えてい

ますけれども、死亡及び行方不明者を出して

おります。

私は水害について過去に質問いたしてまい

りましたが、その後に東日本大震災、今回の

台風１２号と人間の力の及ばない自然の力の

恐ろしさをまざまざと感じ、我が町にもいつ

か来るであろうことを懸念いたし、冬の災害

を考えました。

安心・安全なまちづくりを進めています美

幌町として大地震を想定し、冬季における災

害対策としてどのような対策、対応を考えて

いるかお示しください。

以上、お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 柏葉議員の

質問にお答えをいたします。

初めに、公園施設について、町の公園施設

づくりの今後の計画についてでありますが、

近年、我が国においては空前のペットブーム

と言われており、日本ペットフード工業会の

調べによりますと、日本全国で約１,３００

万頭の犬がペットとして買われ、現代におけ

る少子化社会の中、猫などを含めたペットの

数は日本の子供の人数を上回っているという

調査結果が出ております。

本町においても、１,２００頭以上の犬が

登録、約８世帯に１頭の割合で飼われている

状況となっており、議員が言われるように飼

い主と犬が散歩をしている姿を多く見かける

ようになりました。

一昔前は、犬は番犬として外で飼われてい

る世帯が多く見受けられましたが、核家族化

が進んだ現代社会においては、室内で家族同

様のように飼われている世帯が急増してお

り、犬のストレス解消の一つとして散歩や運

動が不可欠であることは理解しております。

人と犬が互いにスムーズに利用できる手法

としてドッグラン等の設置がありますが、公

園にドッグランを設置することにより、一般

の公園利用とのすみ分けが行われ、公園での

放し飼いによる事故やトラブルを防止し、公

園内にふんの放置がなくなるなど、一般の公

園利用者もより快適な利用ができるものと思

われます。

一方で、ドッグランを設置することによ

り、犬の鳴き声やふん尿のにおいと処理など

の問題で周辺住民の理解が得られないなど、

さまざまな課題が考えられますし、ドッグラ

ンの利用に当たり、狂犬病等の予防接種及び

畜犬登録の有無の確認が必要になることか

ら、管理人の配置などに伴う経費等を要する

ことも想定されます。

本町における公園施設では、ドッグランの

設置はもとより、犬が自由に走り回れるよう

な利用形態とはなっておりませんが、周辺市

町村を見渡すとオホーツク総合振興局管内に

おいては、大空町、網走市、紋別市、滝上町
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の４市町にドッグランが設置されているほ

か、全道では５０カ所以上のドッグランが設

置されている状況となっております。

しかし、その多くは道の駅や民間企業の

ドッグカフェなどに併設されており、公社等

を含む民間による設置及び運営が主であり自

治体の公園の中に設置及び自治体が運営して

いるドッグランはわずかとなっているのが現

状であります。

質問の趣旨であります今後のまちづくりの

中で犬が安心して入れる公園整備、もしくは

ドッグランなどの設置については、現況にお

いて計画の中にはないのが実情です。

議員御指摘のとおり、犬は癒しの役割を果

たし、飼い主の心と体の健康の支えとなって

いることは認識しておりますが、ドッグラン

の設置については、先ほど述べたような課題

を整理し、住民ニーズの動向などを踏まえな

がら、慎重に検討してまいりますので、御理

解のほどよろしくお願いをいたします。

次に、防災について、冬季の災害における

備蓄用品等についてでありますが、大地震を

想定した冬季における災害対策としまして

は、今後、予定しております美幌町地域防災

計画の見直しの中で避難所耐震対策や防寒、

燃料等の暖房対策並びにインフルエンザ等の

感染症対策などの事項について検討を行って

まいります。

また、備蓄物資等の整備については、現

在、備蓄している毛布５００枚では不十分の

ため、床に敷くマットなど新たな物資の備蓄

と、避難所における電気を要しないストーブ

の整備を考えているところであります。

さらに、災害時に交通網が閉ざされたこと

を考え、町民自身が少なくても２日から３日

程度の食料等を備蓄するなどの啓蒙、啓発活

動と町民の意識の向上を図ってまいりたいと

考えております。

以上、御答弁申し上げました。よろしくお

願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） それでは、御答弁を

いただきましたので再質問をさせていただき

たいと思います。

このドッグランについて私が考えたのは、

２年ほど前まで私も犬を１５年ほど飼ってお

りまして、それで散歩をした際に、春先、河

川敷に散歩を行こうと思ったところ、とても

とても我が家の犬が行くには余りにもその辺

にふんだらけで、とても汚くて、もう春先の

河川敷、それから道路もそうなのですけれど

も、本当に汚くて春先は散歩が本当に嫌だな

という思ったところから始まっているのです

けれども、我が町は御存じのように皆様、観

光の町でもあります。そして、本当にここは

知床の世界遺産、それから阿寒国立公園、網

走国定公園等、美幌町はそこの中の本当の重

要な交通の中に位置しているわけなのですけ

れども、その中でこのたびいろいろ調べたの

ですけれども、今は先ほど町長も答弁の中に

おっしゃったように、本当にペットは家族同

様になっているということで、そして今、昔

でしたらバスツアーが多かったのですけれど

も、昨今では本当に自家用車で、そういった

旅行の流れになってきまして、ペットを家族

同様に飼っている人は一緒に旅にも連れて行

きたいという思いの中で、ペット同伴のホテ

ル等、それから観光地には喫茶店、レストラ

ン、そういったものが今数多くなっておりま

す。

その中で考えても、やはり美幌町にも一つ

ぐらいあってもいいのではないかなという思

いの中でいるのですけれども、美幌には今の

ところそういうものがありません。

それで、本当にここには考えがないという

ふうなお答えだったのですけれども、今、美

幌町には２４の都市公園、そして公園引き当

て地が１３カ所ありまして、こちらの公園長

寿命化計画策定事業も考えられているところ

なのですけれども、その中にはこのドッグラ

ンは考えていないということなのですが、本

当にほかのところの調べたところ、広尾郡の

大樹町には晩成温泉ドッグラン、こういうの

を無料でやっていたり、また、道の駅、わん
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この里滝上、ここも無料でやっております。

それから、足寄町のかけっこランドも道の

駅のところにあります。本当に、そういった

観光のところ等には今はなくてはならないま

でではないのですけれども、御存じのように

お隣の女満別の道の駅にもドッグランが平成

１９年度から設置されておりまして、私もこ

のたびこの質問をするに当たりまして、どの

ようなきっかけでスタートしたのかというこ

とをお聞きしに行きましたところ、やはりそ

この道の駅に来てくださる方たちにとって、

ドッグランがあるということが、ドッグラン

で遊ばせて、その後、道の駅でお買い物をし

ていただくということと、それからそこに担

当していた方が町の衛生のほうというか、犬

とかそういうふうなことも担当していた方が

今、担当なさっているということで、私が先

ほど言ったように犬のふんとか、そういうも

のを管理しているときにはとても汚いなとい

うふうに思っていたそうです。

それでやはり、犬のストレスを解消すると

いう意味でも、本当にこのドッグランという

のはとてもいいのではないかということで、

つくるにもそんなにお金がかかったわけでは

なくて、女満別の方は６人で１日で農業の暴

風ネット、それを最初の１９年度のときはも

らい受けて来て、６人で１日でつくったそう

です。

お水も必要なものですから、あとはその次

の日あたりはそのお水のセット等にかかった

ぐらいで、ほとんどお金はかからない、今は

何にかかっているかというと、芝生の整備で

す。ここはめまんべつ産業開発公社ですので

管理人の方がいらっしゃいまして、土日は公

園前のハウスでさくら肉だったかしら、それ

を売っている方に土日は管理していただい

て、平日はカルチャーセンターが管理してい

るというふうになっております。

そういった意味で、ぜひ美幌町もみどりの

村と、それから峠の湯もありますし、いろい

ろなそういう観光面から美幌に足を伸ばして

いただく意味でもいいのではないかなという

ふうにも考えているのですけれども、そう

いった観点で考えますとどうでしょうか、町

長。女満別には北見だとか、美幌町からも

ドッグランに行っている方が大勢いらっしゃ

るそうです。そういう意味で、ぜひ考えてい

ただければなというふうにも思っておりま

す。

先ほど、こちらの質問のほうに課題を整理

して云々とおっしゃっていたのですけれど

も、ふん尿に関しましてはドッグランに連れ

て来る方たちというのは当然、その中に入る

面でのいろいろな約束事がありますので、自

分の犬がふんをしたときは必ず持ち帰る、お

しっこをしたときには、そこの公園の中にあ

る水道、それからじょうろを置いてあります

ので、おしっこしたときにはそのじょうろに

水を入れてかけるというふうにやっておりま

して、衛生面におきましてはそういった意味

では余り心配はないというか、そのようにお

答えをしてくださいました。

また、登録とそれから狂犬病のことなんで

すけれども、女満別の方たちは全部それも許

可制になっておりまして、そこの受け付け窓

口に行って、１年以内に狂犬病の注射をな

さっているのと、それから登録をちゃんとし

ているのという、それを持ってそれで許可制

でやっておりますと、そういうようなお答え

でした。

やはり、ここを見ていましたら、本当に先

ほども５０ぐらいありますとおっしゃってお

りましたけれども、犬は今、本当にいろいろ

な活躍をしています。警察犬、それから盲導

犬、災害救助犬、いろいろ人間のパート

ナー、仕事のパートナーともなっております

し、それから視聴覚障がい者のパートナー、

それからセラピー犬と、本当にいろいろ活躍

しています。

そういった意味でも、こういう犬を育てた

いというふうに考えた方が美幌町にいました

ら、そういうドッグラン等を、公園に安心し

て入ってしつけ、それからそういう教育とい

うか、訓練等もできる施設があったら、町の
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犬を飼っている方たちにとっても、とても犬

のストレス解消にもなりますし、一緒に行く

ことによってしつけもできますし、講師等も

呼んでそこの公園でいろいろ教育等も一緒に

ともにやっていけるのではないかという思い

もありますので、ぜひ町長どうでしょうか、

これに関しましてちょっとお答えいただきた

いのですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 近くで大空町の道の

駅でドッグランの施設、私も見ていますけれ

ども、なぜできたかということだと思います

けれども、最近、旅行者がキャンピングカー

に乗って来ると、そしてどこかにとめるとき

に一番いいのが道の駅だというようなことの

ようであります。トイレもある、水もある

と。

そんな中で、家族同様に犬も乗せて、自転

車も積んで、そして道の駅に一晩泊まってと

いう方が多いので、そういう需要にこたえた

のだろうなと思いますけれども、ただ柏葉さ

ん、きのうからいろいろ一般質問も答弁させ

ていただいていますけれども、新たにそれだ

けの施設をつくるというのは、我が町におけ

る優先順位としてはちょっと一番目だという

ことは私、自信持って言えないというのが現

状であります。ほかの多くの課題、柏葉さん

の質問二つ目ありますけれども、災害対策で

あるとか、そういうことは優先すべき課題が

非常に多いというようなこともあります。

公園のことで言うと、やはり今は次の公園

をどうするかということは、市街地共同墓地

でなく、びほろ霊園があとわずかになってき

ているという、あれは都市公園施設なので、

あれをどうするかというのが次の課題に上っ

てくると思いますし、長寿命化の計画を今、

取り組みを初めていますので、それによって

また公園どうするかということが出てくるか

と思いますので、単独でドッグランだけとい

うのはちょっと、この先わかりませんけれど

も、今、直ちにということではなかなか胸

張ってすぐやりますということではないとい

うことは御理解をいただきたいなとは思いま

す。

犬を飼う方も、やはり一時マナーが低下し

ているのではないかと言われましたけれど

も、最近、非常にふんだとか、そういうのも

しっかり拾って散歩させていただいていると

いうことですので、そういう中で犬のストレ

スをためないようなことで、犬と人の関係、

いい関係をつくっていただきたいなとは、そ

んなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） 今ほど、優先順位

云々と町長おっしゃったのですけれども、私

も犬の公園より、子供の遊具施設のとてもい

いものをつくってあげたほうがいいかなとは

思うのですけれども、先ほども言ったように

お金が、つくるのにそれほどかからないとい

うことと、それから町独自で管理人を置いて

やってくださいというのではなくて、お願い

をして、指定管理のところでもこういった方

法等、こういったやり方とかもあるのですけ

れどもどうでしょうかという、そういうお話

かけ等によって、また考えてやってくだされ

るのではないかという思いもあるのです。

それで、何よりも本当に犬、猫にしてもそ

うなのですけれども、子供がいなくなって、

その後、夫婦二人になったときに余り夫婦二

人ではなかなか会話がないというときに、

ペットを介して会話ができる、それからひと

り暮らしの老人にとっても猫が家に１匹い

る、犬がいる、そのことによってとても心癒

されて、それから一人だったら話し相手もい

ないのだけれども、そのペットに話しかける

ことだけでも全然違ってくるということがと

ても聞かされていますし、犬を連れて散歩す

るときに近所の方とも会話が弾むし、それか

ら本当に子供にも声かけができたり、それか

ら町の不審者だとか、あらこんなところにこ

んな車なんかいつも置いていないのにとか、

それから変なごみだとか、変な物がこの間の

大阪ではないですけれども、一斗缶があった

とか、普段は置かれていない物が置いてあっ
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ただとか、そういうこともできるのです。

前に、今ちょっと私、今回、調べられな

かったのですけれども、５年ほど前に犬のお

巡りさんですか、美幌町で５人か６人の方た

ちが犬にネッカチーフ巻いて、１月から町の

今、私が言ったようなことをやりながら散歩

をさせるという、そういう方たちもいまし

た。

それで、もし管理が云々かんぬんというの

であれば、そういった犬を飼って、先ほど

おっしゃったように８世帯に１頭という、そ

の犬を飼っている方たちがいますので、そう

いったネットワーク、犬を飼っている方たち

のネットワークをつくったりして、自分たち

でその公園で交代でやったりとか、そういう

ことも考えられますので、近い将来、すぐに

とは申しませんので少し考えていただけたら

犬を飼っている方々もわざわざ遠いところま

で、隣の町まで行かなくても美幌でこういう

犬を連れて、安心して散歩、それから犬のし

つけ、それから犬を放し飼いにして、同じ犬

たちで遊んだりとかできる、そういった公園

ができたら本当にいいのではないかという、

その町の犬を飼っている方たちにも言われる

のです。

そういった意味でも、近い将来という形の

中でこうやって、当面はできませんというお

答えではなくて、近い将来、考えてみますと

いうようなそういったお答えをいただければ

本当にありがたいのです。その優先順位とい

うか、お金がかかることにおいてお願いしま

すとは申しませんけれども、本当にそういっ

た意味ではお金のかからなくてできる方法は

考えられると思いますので、町長ぜひ考えて

みていただきたいと思います、どうでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 犬もドッグランのそ

ういう施設も全否定するという気持ちは全く

ないのですけれども、例えば町でどこかにや

るということになると、やはりこれは何か事

あったら、やはりすべての責任負うというこ

とですから、やはり安全な中につくるという

ことになれば、相当の経費もかかるし、新た

に全くどこかにつくるということになると、

今、柏葉さんお調べになった１日でぱっとで

きるというような施設で果たしていいのかど

うかというのもちょっと、例えばお金をいた

だいたり、遊んでいただくのに、そういうこ

とで行政がやることにおいてそういうのはど

うなのかなというのは、たまたま大空は公社

かどこかでやっているのでしょうか、だから

それでいいという話ではないですけれども。

犬については本当に盲導犬であるとか、捜索

犬であるとか、特に災害、最近は災害で随

分、活躍しているので、できればそういう提

案していただいたほうが話はすんなり通じて

いくのかなとは思いますけれども、今、直ち

に前向きにということにも、柏葉さんその

辺、十分、私どものこのいろいろな課題に向

かっていくこともありますので、今というこ

とではなくて、ただ全否定するということで

はありませんので、御理解をいただきたいな

と、そんなふうには思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） ありがとうございま

す。

ただ、先ほどの災害救助犬にしても、警察

犬にしても、盲導犬、パピーウォーカー育て

るにしても、先にあるその公園、ドッグラ

ン、公園等がなかったら、なかなかそういう

しつけや教育はできないものと考えておりま

すので、ぜひ直ちにとは申しませんので、町

長の今、御答弁にありましたように将来的に

は考えてくださるという、そういう思いを受

けとめましたので、次に冬季の災害における

備蓄用品等についての再質問をさせていただ

きます。

今回のこの答弁内容を見ましたところ、

ぱっと見、私がいただいて初めて見たとき

に、えっというのが私のお答えです。これだ

けという話なのですけれども、私がやはりこ

の冬の災害を思ったのは、このたびも大雨で

電気、水道等が全然通らなくて大変だった
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と。もちろん大変なのですけれども、それを

聞いたときに、では美幌町は真冬にこの震災

が起きたときに零下２０度とは申しませんけ

れども、少なくても真冬はいつもマイナス１

０度以下になります。

そういった中で、大震災を迎えたときに、

では我が町では電気、もし仮に電気、水道、

今回から震度５から震度６強の災害の見直し

をかけていくという中におきまして、震度６

強となりましたら立っていられないという状

態の中、また耐震ではない建物におきまして

は、倒れる可能性、倒壊の可能性が多いとい

う中で、そういった中で考えましたところ、

当然、電気等も、電気の高圧鉄塔等がひょっ

としたら倒れるのではないかと、そうしたら

電気がとまったら家にはほとんど寒くていら

れない、ほとんど今の家庭ではストーブを

使っていますので、電気を使ったストーブで

す。そういった中で、ここに書かれておりま

すとおりに、ストーブ、ここはストーブとは

書いていないのですけれども、防寒燃料等と

書いておりますが、大原さん初め、上杉さん

の質問のときにもお答えになっておりました

けれども、電池式ストーブ、そういったもの

も考えなくてはいけない、それからその電気

ストーブにも自家発電機は庁舎は自家発電が

ないということで聞き及んでおります。

ただ、発電機が水のポンプあるところに発

電機は置いてありますということで、何か

あったときには、その発電機、またはリース

等を使ってすぐに対応は平野部長は１日もか

からないで、１時間から３時間で対応してく

ださった経験があるというお話を聞いており

ますけれども、今度、こういった大震災、大

災害になったときには、町民の方たちの家庭

がやはりストーブを使えないとなったら、家

にはいられない、となったときにはどうする

のだとなったら、避難所に皆さんが来ると思

うのです。

そういった意味で、タイムリーと言ったら

あれなんですけれども、このたび大原さんも

言っていたのですけれども、１０日付の北海

道新聞、道新にも各市町村の冬季に備えたい

ろいろな備蓄品のことをやっていたのですけ

れども、ここを見ましたら本当にまだ北海道

というのは、この辺、特に道東なんかは大き

な災害が来ていない、きのうも町長おっ

しゃったように過去に４度ぐらいしかなかっ

た。十勝沖のときが震度３か４ぐらいだった

かしら、余り大きな、美幌町で震度５という

のはないと思います、大体３から４ぐらい

だったのですけれども、たまたま今回は５０

０年に一度のサイクルで来る根室・釧路沖

と、それから十勝沖の太平洋プレートのとこ

ろでもしかしたら同時に来たときには、直下

型のが来たら非常に大きな地震になるではな

いかという思いの中で、それに対していつ来

るかわからない、その備えのためにはぜひ冬

のことも考えて備えをしなければいけないと

いうことなのですけれども、斜里町なんかを

見ましたら本当に２００７年度からいろいろ

備蓄等を考えて、毛布は１,０００枚、避難

所２８カ所に電池式ストーブを全部備えて、

発電機が９台も備えているとか、そういった

形になっているのです。

先ほど町長、おっしゃったように、ドッグ

ランどころではない、その防災のこういった

備蓄のほうが大事だとおっしゃったとおり、

私もそう思いますので、そういう意味ではぜ

ひ早急にやってほしいということと、それか

ら一つ一番懸念されるのは災害において何が

一番大事かというのは水なのです。阪神大震

災のときに、やはりボランティアでお手伝い

した方が何が一番困ったかというのは、お水

と余り大きな声では言いたくはないのですけ

れども、お水と棺桶だったという、そのボラ

ンティアの方々が、役所関係にお勤めになっ

た方の答えなのですけれども。

ここで、そのようなあれはないのですけれ

ども、やはり私は水だと思うのです。究極、

冬の災害ですから、私たちは水、つららでも

雪でも溶かして沸騰させて飲んだらいいとは

思うのですけれども、病人、赤ちゃん、そう

いった弱者に対してはそれはできないと。仮
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に水道管のどこか破裂があった場合において

は、美幌町ではどのように対処がされるかと

いう点と、美幌町の水道管、それから送水管

なんかは準耐震性にはなっていることとはい

え、万が一ということもありますので、ここ

の答えの中では町民が飲料水は、水はという

ふうに不安に思うのではないかと思いますの

で、そこのところのお答えと、それから病院

に対しての、病院で、では水がとまったらど

のようになるのだろうか、電気がとまったら

どのようになるのだろうかという、そこのと

ころをお聞かせいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 柏葉さん御心配され

ている、これから先予想される災害の中で、

冬の心配をされていると、私は特に最悪の想

定としてはやはり真冬、厳冬期のかつ真夜中

に起きたらどうするかというところが非常に

心配でありますし、そして今までの美幌町１

２３年になりますけれども、１００年間の災

害状況を見ると、きのうお話ししたようなこ

とで火山が１回、そして大きな地震が、大き

な被害があった地震が３回ということで、人

身的な被害は受けていないということであり

ますけれども、やはり厳冬期の真夜中という

のは非常に私も心配だなと思っております。

しかも、多分、火山ではある程度の時間的

な猶予はあると思いますけれども、直下型の

地震が来たらどうするかという、この辺は標

茶断層と十勝沖の断層があるようであります

けれども、直下型はいつどこで起きてもおか

しくないというようなことなので、これに加

わると非常に大きな被害があるのかなと思っ

ています。

それで、来年、防災計画つくりますけれど

も、そういった視点を最悪の事態を想定しな

がらやはり対応を考えていかなければいけな

いと思っていますので、できることは計画は

なくてもやっていかないといけないというこ

とで、災害時の要援護者の制度をスタートさ

せていますし、そういった意味では最悪のこ

とを考えていかなければいけないなと。

柏葉さん、水の心配をされていましたけれ

ども、私はむしろ下水のほうが心配でして、

水はそれこそ雪溶かしてでも、コンビニに置

いている水でも、あるいは何かできるので

しょうけれども、トイレだけはなかなか阪神

淡路大震災のときも問題になったのは一番ト

イレだと私、見たことがあります。

とりわけ、そういうトイレにハンディ

キャップ持っている方のことも随分、心配さ

れて、うちたまたましゃきっとプラザの中に

ありますので、ただ下水がこれだけ発達して

くると、どこかでどうなると、結果的に処理

するところまで届かないということになる

と、だからこの辺も非常に心配なので、今、

下水道の長寿命化の計画もつくろうとやっ

て、これはまた議会と相談しながら、年次的

に地下に潜っている見えないところをしっか

りやっていかないと、トイレだけは代替施設

ないので、その辺にというわけにはいかない

ので、そういったことも考えていかなければ

いけないのかなと思っております。

斜里町では恐らく備えをしているというの

は津波のこともあって斜里はいろいろやって

いるのではないかなと思っていますけれど

も、我々の町もいつ起きてもおかしくないと

いうことです。

あと、水のことと病院のことについては担

当部長のほうから答弁させていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） まず、私のほう

から水の関係でお答えしたいと思います。

まず、美幌町の水道の関係でございますけ

れども、日並浄水場において緊急拠点施設と

いうことで、町民１人当たり一日３リットル

の使用ということで２万人、１０日分という

算定のもと、震度７まで耐えうる６００トン

の配水池を設置しているということです。

そのほか、役場に２４０リットルの飲用水

と、さらにコカコーラボトリング、それから

サントリーフーズの２社と食料品の生活協同

組合コープさっぽろ、これらと災害協定によ

りまして飲料水の確保を図るということでの



－ 72 －

対応をとっております。

さらに、今後、以前の質問にもお答えして

いますとおり、町民の方々がみずから３日間

程度、水と食料、あるいは懐中電灯、ラジ

オ、そういった雨具だとか、そういった身の

回り品を自分で備蓄するというような指導も

今後、新たな地域防災計画の中で啓蒙、啓発

をしていきたいという考え方でおりますの

で、御理解いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 柏葉議員の御

質問の中で、病院のほうの対応としまして

は、水の部分については地下タンクが３８ト

ンございまして、節水等によってかなりの部

分がカバーできるのではないかと考えており

ます。

また、停電時、これについては自家発電が

あって、いわゆる自家発電対応で緊急の医療

機器等の対応についてはカバーできる対応に

なっております。

○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） 今ほど、国保病院の

停電に対してと、それからお水に関してのお

答えをいただきました。

ただ、私、これは病院は自家発電があると

いうことは存じておりましたし、地下にタン

クもあるということも存じておりました。

ただ、我が町の国保病院は８３名の透析患

者がいまして、それで１日か２日でしたらど

うにか、こうにかぎりぎり透析の方たちもや

れるのではないかという思いの中でいるので

すけれども、今後、この透析患者に関しまし

ては、透析をする病院が管内で１３カ所、そ

れで透析だけの自家発電を設けているのは小

林病院のみだというお話の中で、では何か

あったときには、大きな震災があったときに

はどのように対応するのだとお聞きをしまし

たところ、北見保健所がその割り振りをする

というお答えでした。

ただ、今回の台風１２号におきましても、

和歌山の新宮市が拠点病院でありながら水が

ないということで透析ができなかったという

話を聞きまして、本当に国保病院はこの辺で

はなくてはならない透析の病院と思っており

ますし、この８３名もの透析患者が何かのと

きに割り振りをされたときに小林病院で果た

してどれだけ受け入れられるのかなというふ

うな心配を私は今、持っております。

そういった意味で、透析の機械は自分の透

析１台に関しまして３０分ぎりぎり持つバッ

テリーがあるそうです。だから、やっている

最中に何か起きても３０分間はできるという

ことなのですけれども、それにおいては、そ

の部分では少し安心部分はあるのですが、長

引いた災害の停電とか、それから水道がない

というときにおきましては、ちょっと心配な

点がありますので、そういった意味ではこれ

からそういった対応を、病院通院している

方、入院している方、ましてや透析の患者の

方が安心できるような対応をこれからどのよ

うにしていこうかとお考えでしょうか、町

長、ちょっとその辺お聞かせいただければと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） やはり人命が第一に

優先されるべきだと思います。

北見大雪のときも、まず我々一つ対応した

のは、人工透析の方をどうするかということ

で、実はそのときお迎えに行って、病院に泊

まってもらって、帰るときにまた何かあって

も困るので、泊まっていただいたというよう

な経験もしていますので、いずれにしろ人の

命を第一優先にと、災害のときも考えなけれ

ばいけないと思いますので、しっかりとした

……ただ美幌が大規模に１カ所だけというこ

とは多分あり得ないと思いますので、北見も

多分、だめになるといったときにどうするか

ということもやはり想定の中に入れておかな

ければいけないのかなと。そうなるとどんど

ん広がってくるので、どこまでというのはな

かなか難しいですけれども、できることの最

大限やるというのが我々の役割だと思ってい

ますので、計画つくるときもそんな視点でつ

くっていきたいと、そのように思います。
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○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） 町長ありがとうござ

います。

ただ、やはり命が一番大事なものですか

ら、吹雪のときも自衛隊の雪上車で救急で北

見まで行ったというお話とか、それから透析

患者のために自宅の前の除雪もしてあげたと

か、そういうお話を聞いております。

今後、本当に考えられるのは水は先ほど

おっしゃったように３８トン、地下にあると

いうことにおきまして、先ほども６００トン

が日並の貯水場のほうにはあるというお話の

中でしたので、給水タンクで病院のほうに運

ぶというあれも前にもなさっているとは思う

のですけれども、少しでもやはり町民が安心

できるようにこれから２４年のそういう災害

の対策を考えていく中で、そうした安心感を

与えられるような方法等を考えていただけれ

ばと思います。

それから、もう一つなのですけれども、避

難場所、これは上杉さんのときだったかとは

思うのですけれども、避難所が２３カ所ある

中、７カ所が耐震ではないというお話をな

さっていたと思います。

それで、やはりこのたびの一番寒いときに

災害が来たときに、避難所には今のところ避

難所に備蓄の毛布を置いてるのは町民会館

だったと思うのですけれども、消防ですね、

消防は避難所ではありませんので、避難所と

なっているところに毛布を置いているのは、

たしか私の記憶で間違っていたらごめんなさ

い、町民会館だったと思います。

それで、今後やはり、そうですね、しゃ

きっとプラザですね、しゃきっとプラザと町

民会館なのですけれども、しゃきっとプラザ

は今のところ避難所にはなっていませんよ

ね。でも、きのうの町長のお答えでは本庁舎

が耐震になっていないので、本庁舎が壊れた

ときには即しゃきっとプラザを対策本部にす

るようなお答えを大原さんのところでなさっ

ていたようには思うのですが、こういった意

味で冬場のときにやはり各避難所に毛布な

り、ストーブなりを置いていたら、すぐに対

応できるのではないかなというふうに考えら

れるものですから、ぜひそういったことも考

えていただきたいと思います。

それと、毛布が５００枚なのですが、冬場

は毛布ではちょっと赤ちゃんだとか、お年寄

りの方は耐えられないのではないかと思いま

すので、寝袋があれば本当に体の弱い方等に

は寒さをしのいでくれるのではないかなとも

思っております。

今回の岩手のときもアルピニストの野口さ

んが寝袋を寄附なさったというお話を聞いて

おりますので、考えたら寝袋があれば各自治

会でも避難するときにたしか自治会にはリヤ

カーなのですけれども、冬場の今回、大地震

を想定しているものですから、リヤカーでは

お年寄りとか、それから車いす生活をしてい

る方では、避難所に連れて行くのにも大変だ

と考えられるものですから、そういったとき

にでも体をくるんで仮にそりみたいなものが

各家庭に、大きなそりを持っている方がいた

ら、そういうのも配備していたら避難すると

きには楽なのではないかなとか、もろもろ冬

の災害に対してはこれからも町としては対策

等、見直しをして考えていかれると思いま

す。

ぜひ、食料に関しましては二、三日程度を

自分で自主努力なさってくださいというお話

がありましたけれども、給食センターは耐震

になっていまして、あそこには１カ月の大体

お米が２００キロぐらい置いてあるそうで

す。

それで、３,０００食分の炊き出し等もで

きると言っていましたので、美幌町は農業の

町でＪＡには４月末ぐらいまではジャガイモ

もナガイモもタマネギもありますというお答

えでしたので、ぜひそういったここにはまだ

ＪＡとの協定は結んではいないのですけれど

も、コープさっぽろとは協定を結んでおりま

して、コープさっぽろが保有している物資と

か、供給、そういうものは提供しますと協定

を結んでおりますので、ぜひこれからＪＡと
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もそういったことで、ぜひ協定等を結んでい

ただければ、私たち町民としては食べ物のこ

とに関しては余り心配しなくてもいいんだな

というふうな思いがありますので、ぜひその

点に関しまして町長いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回の震災で、本当

に気づかないことがたくさんあって、あれも

これも必要だというようなことが反省含めて

ありますので、今、柏葉議員おっしゃったよ

うにいろいろなことを想定しながら計画をつ

くり、その計画に基づいて順次、整備をして

いくということが極めて重要ではないかな

と。

ただ、備蓄を１カ所でするというよりは、

例えば美幌町に９,９００世帯がありますか

ら、そこで例えば１０リッターの水をそれぞ

れ９,０００世帯がやったら相当大きな水の

備蓄ができる、あるいは食料についても３日

間分、例えば食べられる量を各家庭が９,９

００世帯がやると１カ所で膨大な量を備蓄す

るというよりは、かつ分散型の備蓄ができる

と、備蓄を一つの町で考えたほうがいいのか

なとはちょっと思ったりもしています。

では、そのためにどうするかということで

すね。きのうの答弁の中でも言わさせてもら

いましたけれども、なかなか我々は最悪の事

態を否定してしまうと。自分に不利なことに

ついては否定するというような、これは正常

化の偏見という言葉があるそうです。極めて

人間的な心理状況だそうです。

ですから、韓国で起きた地下鉄の火災なん

かで、まただれかが逃げないと自分に危険及

んでいるのだけれど逃げないというようなこ

とで、不利なことは排除しようというような

ことがあると思います。だから、なかなか進

まないので、できれば町で個人の備蓄に対し

て何ができるかということもやはり考えてい

かなければいけないのではないかなと、普段

はなかなか例えばそういう金物屋さんといい

ますか、そういうところに行って防災グッ

ズ、リュックのやつを見ますけれども、なか

なか手に取って買わないというのが現実では

ないかと思いますので、そこを背中を押せる

ようなこともやはり考えていかないとだめだ

と思います。

そのことで、本当に９,０００世帯の半分

でも、５,０００世帯でも備蓄できれば、こ

の町にとっては大きな分散型の備蓄体制がと

れるのではないかなと思いますので、そのよ

うなこともちょっと考えないといけないので

はないかなと最近思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番柏葉久子さん。

○４番（柏葉久子君） 自主防衛というか、

そういうふうにはなってはおりますけれど

も、いつ来るかわからないので、あす来るか

もしりませんし、そういった意味では私たち

一人一人がそういう心構えのもと、やはり防

災ガイドブックに非常持ち出しというところ

があるのです。ここの中に、いろいろな物が

書かれております。ぜひ、今度の想定、震度

５から震度６強になるに当たって、これは防

水のハザードが主なのですけれども、地震の

そういったもの恐らく新たに加えられて、新

しいものができると思います。

そのときにも今、ああいう数々を質問した

のですけれども、そういうものも踏まえた中

でぜひ、皆さんとこういうよいガイドブック

をつくっていただければ幸いに思います。

また、今回の大津波のときにある村、町で

町長さんがものすごい大きな高い防波堤をつ

くったところがあったときに、そのつくった

ときに何でこんなにたくさんのお金をいつ来

るかわからないもののためにやらなければい

けないのだという町民がそのときは言ったそ

うですけれども、今回、そのおかげでその町

の民は死なずに済んだというお話もあります

ので、備えあれば憂いなしという、本当に言

葉があります。

本当に、一遍にとは申しませんけれども、

冬に来た場合のことを本当に想定して考えて

いただきまして、弱者の方たちが、まずは先

に私たち健常者はどんなふうにしても逃げら

れますけれども、そういった弱者の方たちが
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本当に助かって皆さんとともに避難できて避

難場所に行けれる、そういったときにそこで

も生活ができるような、そういったことが少

しでもこの美幌町でも災害に対してかなえら

れることを思っておりますので、町長ぜひ２

４年度の防災見直しのときにはさまざま大変

でしょうけれども入れていただければと思い

ます。

以上で終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今までこの議場で話

されたことをしっかりと計画の中に入れたい

と思いますし、ぜひ総務文教厚生常任委員会

にでも個人備蓄の何か町ができることをぜひ

検討していただけないかなと、本当に個々に

備蓄すればすごい量だと思いますので、ぜ

ひ、採用していただければと思います。どう

かよろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、４番柏葉久

子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

再開は、２時半といたします。

午後 ２時１６分 休憩

────────────────

午後 ２時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順に発言を許します。

３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君）〔登壇〕 通告してあ

ります５項目について、一般質問をさせてい

ただきます。

まず、第１点目でありますけれども、農地

基盤整備事業について。

農地基盤整備事業は、効率的で生産性の高

い農業を展開するために欠かすことのできな

い事業であり、優良農地の確保により、農産

物の品質の向上、安全で安心な生産に結びつ

けることができます。

本町は、道営事業など土地改良事業を積極

的に実施してきています。事業後、年数の経

過により効果の衰えや近年の異常気象に伴う

局地的な集中豪雨により、農地等への冠水や

土砂流出入被害が発生しております。

また、未整備の圃場などがあり、本町とし

て引き続き道営事業などを利用し、本町全域

を対象とする計画的な農地の基盤整備事業の

実施が求められます。現在の計画についてお

聞きをいたします。

２点目でありますけれども、道営土地改良

事業の受益者負担の軽減についてでありま

す。

道営土地改良事業の農家負担軽減対策とし

て実施してきた持続的農業・農村づくり促進

特別対策事業、パワーアップ事業について、

道において継続の意向が示されております

が、今後の見通しについてお聞きをいたしま

す。

２点目であります。エゾシカの農作物被害

対策についてであります。

近年、暖冬の影響による自然死亡率の低下

などから、エゾシカの絶対数が減少しない状

況にあるため、全道に生息域が拡大をしてお

ります。

道内の生息数は推定で約６４万頭に達し、

道東地域でも約３２万頭を超えている状況か

ら、被害も増加傾向にあり、被害農家はその

対応に苦慮しているところであります。

食害、踏み荒らしによる被害は甚大であ

り、被害防止にそれぞれが取り組まれている

ところであります。被害の軽減に向け有効な

対策をとることが求められますが、町として

のお考えをお聞きします。

それから、シカさくの再整備について。シ

カさくについて設置後１０年を経過し老朽化

し、維持管理、補修に多くの労力がかかるよ

うになっております。再整備について、農協

及び鹿柵維持管理組合から要望等が上がって

いると聞いておりますが、この要望等を踏ま

えたシカさくの再整備についてお聞きいたし

ます。

３点目であります。ＴＰＰ、環太平洋戦略

的経済連携協定について。
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国は、第３次食料・農業・農村基本計画を

策定し、食料自給率の目標を平成３２年度に

５０％と設定し、農業者戸別所得補償制度を

導入して、６次産業化など、農政を大転換す

る方向性を示しました。

さらに、菅政権になり、関税の完全撤廃を

原則とするあらゆる規制緩和を押しつけられ

るＴＰＰ、環太平洋戦略的経済連携協定につ

いて、関係国と協議を開始する基本方針が閣

議決定をされました。

東日本大震災が発生し、現在は交渉への参

加はとまっている状況ですが、このＴＰＰは

農業を基幹産業とする本町はもとより、我が

国の農業や関連産業だけでなく、国の根幹に

かかわる医療の崩壊、失業者の増大、国土保

全が困難、食の不安拡大、引いては地方経済

の疲弊につながる協定であり、市場原理主義

だけでは国家の存立を危うくするものです。

町を挙げて阻止をする必要があると考えま

すが、今後の対応についてお聞きします。

４点目であります。てん菜作付奨励事業に

ついて。

てん菜作付確保緊急対策・原料てん菜作付

面積緊急糖業助成事業に町と農協が上乗せ補

助を行うとなっておりますが、この補助によ

り作付面積の確保ができたのか。その結果に

ついて、お聞きをいたします。

２点目であります。でん粉原料バレイショ

についても町内、あるいは管内的に作付面積

の減少が起きております。その面積維持と拡

大が望まれておりますが、てん菜作付奨励事

業と同じような対策ができないかお聞きをい

たします。

最後になりますけれども、補助制度による

雇用対策についてお聞きをいたします。

今年度において、補助制度による２件のふ

るさと雇用再生特別対策事業と１４件の緊急

雇用創出推進事業による雇用対策が実施され

る計画になっておりますが、その内容、効

果、見込みについてお聞きをいたします。

以上、御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 早瀨議員の

質問にお答えをいたします。

初めに、農業基盤整備事業についてであり

ますが、農地基盤整備事業は継続的な生産性

の高い農業を確立するために必要不可欠で重

要な事業であります。

近年の異常気象に伴う局地的な集中豪雨に

より、農地への冠水や土砂流出の被害が発生

しているところであり、継続的に実施するこ

とが重要と考えております。

現在、本町においては道営事業により美幌

豊高地区、美幌美禽地区、美幌田中地区の３

地区で事業を実施しているところであり、美

幌豊高地区につきましては、本年度で事業完

了となります。

今後につきましては、２地区を実施する予

定であり、美幌豊栄地区が今年度、計画樹立

調査を行い、平成２４年度事業着手を目指し

ており、美幌昭美地区については、平成２５

年度に計画樹立を行い、平成２６年度に事業

実施を目指しているところであります。

国、道の農業予算が厳しい中、事業予算の

縮減や実施年度のおくれが懸念されており、

新規地区を含めた４地区による美幌町土地改

良事業連合期成会が発足し、本町に対して要

望書が提出されているところであります。

あわせて、オホーツク総合振興局並びに北

海道庁にも同様な要望活動を行っているとこ

ろであります。

また、オールオホーツクの取り組みとし

て、オホーツク圏活性化期成会において、農

業農村整備事業等の推進と予算総額の確保を

要望しております。

今後は、オホーツク管内の関係団体と連携

を図りながら、美幌町内の連合期成会と要望

した年度の事業実施の実現に向け努力してい

きたいと考えております。

次に、道営土地改良事業の受益者負担の軽

減についてでありますが、道は継続事業地区

美幌豊高について、当初予算でパワーアップ

事業の継続を打ち出しており、平成２３年度

から実施する美幌美禽地区、美幌田中地区の
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新規事業につきましても、６月定例道議会で

予算措置がされたところであります。

本町におきましても、６月定例会で当初予

算に計上されています持続的農業・農村づく

り促進特別対策事業を食糧供給基盤強化特別

対策整備事業に組みかえをして対応してきた

ところであります。

今後におきましても、道の事業実施にあわ

せて受益者負担軽減に努めてまいりたいと考

えております。

次に、エゾシカによる農作物被害対策につ

いてでありますが、近年の暖冬の影響による

自然死亡率の低下などから、エゾシカの総数

が増加しており、全道的に農業被害も増加傾

向にあります。町では、平成２０年策定の第

１期美幌町鳥獣被害防止計画を平成２３年３

月に見直し、効率的な対策を実施するために

従来の美幌町鹿柵維持管理組合への防護さく

点検補修費の助成や、防護さくの所有者であ

るＪＡへの固定資産税相当額の補助及び有害

鳥獣捕獲に対する奨励に加え、平成２１年度

からは鳥獣捕獲員の狩猟免許取得に要する費

用助成など、必要な被害防止対策に努めてき

ているところであります。

また、国の鳥獣防止対策交付金を活用する

ため、昨年６月、関係機関による美幌町鳥獣

被害防止対策協議会を設立し、一斉駆除に要

する費用の助成や捕獲技術向上対策研修及び

犬による追い込み、ディアドッグプロジェク

トの実証、防護さく未接続区域におけるセン

サーカメラ設置による個体数調査など、被害

防止対策を行うこととしております。

農作物被害の軽減を図るには、エゾシカの

絶対数を減らすことが重要であり、北海道に

おいても８月１日、全道エゾシカ対策協議

会、通称でエゾシカ包囲網会議を開催し、狩

猟期間の延長や昨年度の１.５倍に当たる１

５万７,０００頭の捕獲を目指すこととして

おります。

当町においても、本年度もエゾシカ捕獲目

標頭数を２５０頭とし、農作物への被害防止

に努めることとしております。

さらに、広範囲に移動するエゾシカに対処

するためには、１町村ごとの取り組みでは十

分とは言えず、広域的な対策が必要であるこ

とから、美幌・津別広域鳥獣被害防止対策協

議会をことし６月１７日に設立し、両町で協

力して農作物などの被害防止対策を行うこと

としております。

今後においても、町内の関係機関と連携、

協力しながら被害防止対策を継続するととも

に、本町だけでは十分な対応ができないた

め、広域的な対策が必要になることから、本

町やオホーツク圏活性化期成会を通じて、国

や道に対して対策の強化を引き続き要望、要

請を行ってまいりたいと考えております。

二つ目の御質問のシカさくの再整備につい

てでありますが、エゾシカ防護さくは平成１

２年度から平成１４年度において、総延長１

１８.３キロメートルの整備が実施され、平

成６年度の農業被害面積２８１.７へクター

ル、被害額１億８,２９０万円をピークに、

防護さく設置後の平成１５年度の農業被害面

積３１.８ヘクタール、被害額２,８２０万円

まで減少しましたが、近年、エゾシカ総数の

増加から平成２２年度７６.６ヘクタール、

被害額５,２００万円と増加傾向にあるもの

の、防護さくを設置したことにより、一定程

度の効果があったものと考えております。

このエゾシカ防護さくは設置後１０年を経

過しますが、これまで美幌町鹿柵維持管理組

合への防護さく点検補修費の助成や防護さく

の所有者であるＪＡへの固定資産税相当額の

補助など、必要な被害防止対策に努めている

ところであります。

新たな再整備につきましては、多くの財政

負担を伴うことや、広域的な取り組みが必要

であり、美幌町単独での事業実施は難しいこ

とから、広域的な取り組みに対する財政的な

支援措置について、今後も国や北海道に対し

て引き続き要望、要請を行ってまいりたいと

考えますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

次に、ＴＰＰへの対応についてであります
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が、ＴＰＰ、環太平洋戦略的経済連携協定に

よって生じる日本農業の問題は、単に農業者

にとっての問題だけではなく、関連産業や地

域経済への影響、食料安全保障や農業の多面

的機能の喪失など、大きな影響が想定される

ことから、国家全体としての得失を総合的に

評価し、十分に時間をかけた冷静な国民的議

論が必要であります。

このような中、国においては第３次食料・

農業・農村基本計画を策定し、食料自給率の

目標を平成３２年度に５０％とし、農業者戸

別所得補償制度を導入するなどの転換を図っ

てきておりますが、将来に向けて地域経済や

農業が安定的に継続可能となる制度が確立さ

れていかなければならないと考えておりま

す。

このような状況から、これまでＴＰＰ参加

阻止に向けて広く地域住民の皆様に理解して

いただくため影響額を試算したポスターの掲

示やことし３月にはＴＰＰを考える町民セミ

ナーを実施してきておりますが、今後もＴＰ

Ｐ参加阻止に向けた取り組みを強化していか

なければならず、その機運を高めるためには

農業者団体等が主体となり、強い意志を持っ

ていただくことが重要と考えるものでありま

す。

その上で、引き続き地域全体でＴＰＰ参加

阻止に向けて取り組みを強化していく必要が

あり、町も先頭に立って取り組む所存であり

ますので、御理解をお願いいたしたいと思い

ます。

次に、てん菜作付奨励事業についてであり

ますが、平成２３年度から導入された畑作の

戸別所得補償制度で交付金が現行制度より減

ることや、平成２１年及び平成２２年の天候

不順による減収に加え、育苗や植えつけ手間

などの作業負担が敬遠され、農業者の作付意

欲が減退しております。

本町においても、平成２１年度より作付指

標から５％前後、作付が減少しており、平成

２３年度の営農計画の作付状況や日甜と情報

交換を行ったところ、平成２２年度よりもさ

らにてん菜作付面積が減少することが判明

し、危機感を強めたところであります。

てん菜の作付は輪作体系を維持するために

も重要であり、このまま作付面積の減少が続

けば製糖工場の存続問題につながりかねない

ことや、運輸など関連事業者も多く地域経済

全体に影響を及ぼすことが懸念されることか

ら、近隣市町や十勝地域の状況を調査しなが

ら、糖業３社、農協中央会などの作付支援対

策などの状況を踏まえ、日甜やＪＡと協議を

行い、てん菜作付の現状維持や増反に対して

支援することとしたものであります。

当初、平成２２年度作付実態面積２,７４

９ヘクタールに対して、平成２３年産の作付

意向面積２,６６８ヘクタールと８１ヘク

タールの減少が見込まれましたが、支援策を

打ち出した結果、２,７３７ヘクタールの作

付実績となり、マイナス１２ヘクタールの減

少にとまったことから、一定程度の作付面積

の確保ができたものと考えております。

今後、日甜及びＪＡと協議を行いながら、

輪作体系に不可欠なてん菜の奨励をしていき

たいと考えております。

二つ目のでん粉原料バレイショの作付奨励

についてでありますが、美幌町農業実態調査

結果から、でん粉原料バレイショの作付面積

については、年々、減少傾向にありますが、

加工用バレイショや青果物などの作付面積は

増加傾向にあります。このことは、作付畑作

３品を中心とした輪作体系を維持しながらバ

レイショについては食用や加工用を増反し、

また、農業所得の向上のため野菜導入を奨励

してきた結果、青果物などは年々増反されて

きたものと考えております。

このような中、でん粉原料バレイショの作

付面積拡大のための奨励事業を行うことは、

他作物の作付を減少させる結果につながりか

ねず、さまざまな影響を考慮しなければなり

ません。

したがって、現時点においては、でん粉原

料バレイショの作付奨励については、他作物

への影響などを含めた作付体系全体をＪＡな
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どと協議を行いながら対応していきたい考え

でありますので、御理解をお願いをいたした

いと思います。

次に、補助制度による雇用対策についてで

あります。

今年度のふるさと雇用再生特別対策事業と

緊急雇用創出推進事業についてであります

が、この両事業とも国の１００％補助事業で

あり、初めに２件のふるさと雇用再生特別対

策事業ですが、この事業の目的は地域の求職

者に対して地域の実情や創意工夫に基づき、

地域の継続的な雇用機会の創出を図るという

ことでありまして、一つは木質バイオマス資

源活用促進事業という事業で、内容は町有林

の残材をペレット製造する実証実験でありま

す。

効果としましては、この事業により５名の

通年雇用が生まれたことと、環境に優しいペ

レットストーブやペレットボイラーの普及促

進と町内において家庭や企業へのペレットの

供給体制を整えることができることでありま

す。

もう一つは、観光案内事業ということで、

美幌駅構内での観光案内及び地場産品の販

売、ＰＲを促進することであります。

効果としましては、１名の雇用が生まれ、

観光案内及び特産品販売が充実されたことで

あります。

次に、１４件の緊急雇用創出推進事業につ

いてですが、この事業の目的は急激な経済情

勢の変動により、離職を余儀なくされた非正

規労働者及び中高年齢者等に対して、臨時

的、一時的なつなぎ就労の機会を提供するも

のであります。

事業内容につきましては、環境分野が４事

業、医療分野が３事業、介護福祉分野が五つ

の事業、観光産業分野が２事業であり、２６

名の雇用が生まれております。

事業効果としましては、各分野に共通する

ことではありますが、新たな取り組みや既存

の事業の充実を図ることができました。例え

ば、介護福祉分野での障害者農作業従事指導

事業のように、障害者が振興試験作物の収穫

時に従事するために、障害者の作業環境を整

えるための指導者を雇用し、また、環境分野

での高齢者等間口除雪実証試験事業では、置

き雪対策としまして小型乗用ロータリー車除

雪機により、間口除雪を実施し、除雪幅やた

め雪量の測定を実施するなど、今後の除雪体

制の整備に役立つものと考えております。

ふるさと雇用再生特別対策事業と、緊急雇

用創出推進事業は、平成２３年度までの事業

でありますが、今後も国や道の雇用対策にか

かる補助事業の情報収集に努め、町内の雇用

創出の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 基盤整備事業につい

て再質問をさせていただきます。

基盤整備事業と言っても幅広くございま

す。例えば、暗渠排水を例に取ってみます

と、未整備圃場では降雨などによって滞水を

いたします。機械がぬかるんで管理作業、そ

れから防除等ができなくなり、当然、病害虫

が発生して、成育も当然、不良となり、品質

の低下、あるいは収量の減少につながるとい

うことで、非常にこの事業は大事であるとい

うふうに考えております。

当然、事業が整備済みということになれば

水引きも早く、適期の作業が可能となりま

す。そういったことで、品質もよく、収量も

増収までいかなくても減収を免れるというふ

うな、そういった期待が持たれるということ

になります。

少なくても、異常気象に対しての影響を最

小限にとどめる効果があり、品質、収量の低

下を避けられると、このように効率的で生産

性の高い農業を営むためには、大きな期待が

されているところでありますけれども、土地

改良というのは一度やれば済んだということ

ではないというふうには思っています。継続

的な整備が必要であると思います。改めて、
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この点について御答弁をお願いしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、早瀨議員おっ

しゃるとおりだと思います。

農業の生産をするという意味で、大きなも

のはやはり農地と水、これをどうするかとい

うことが極めて重要だと思います。圃場整備

もやはりしっかりと定期的にやらなければ地

力の保持、あるいは地力を上げるということ

は極めて難しいと思いますので、定期的に

やっていくことが非常に重要だと私は思って

おりますので、引き続きこういった実施につ

いては全力を挙げていきたいと、そのように

思っております。

また、先ほど１回目答弁させていただきま

したけれども、今、走っている地域もそうで

すし、これからの地域もそうですけれども、

やはり農業者の皆さんの事業要望の中で多い

のはやはり暗渠排水と客土、あとは区画整理

も多いということで、やはり暗渠排水が一番

耐用年数も短いということで、大型機械が

入ったりするというようなこともあって、や

はり湿害対策含めてこういった要望があると

いうことでありますので、しっかりと受けと

めて、我々も努力してまいりたいと、そんな

ふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 今後とも継続的な整

備に努力をお願いしたいと思います。

それから、受益者負担軽減対策については

継続されるということであります。今後につ

いて、恐らく非常に厳しい時代を迎えること

も考えられます。町として、例えばの話です

けれども、道がこういう対策を講じられなく

なった場合、町単独でもこういう事業に対し

て現状どおりの対策が講じられるのか、そう

いったこと町長の気持ちがあればお聞かせ願

いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、農業者の要する

に受益者の負担が今７.５％、１０％という

工種もありますけれども、スタートは５％だ

と思います。

これは、ガット・ウルグアイ・ラウンドの

ときに６兆数千万円の中でこういった取り組

みをしてきたということで、全道の団体が道

はやめたいと言いながらもどんどん引き続き

やってきていただいていました。

それで、これは基本的には町が助成したら

それに対して道が助成するということであり

ますけれども、余りにも負担が例えば畑総で

いくと地元２０％ということで、地元の中に

は町と道と、それから受益者というようなこ

とであって、道の部分までかぶって町ができ

るかどうか非常に厳しい状況にありますの

で、まずは道に向かって、道も言っているわ

けですから、北海道の基幹産業は農業である

と。食糧基地であると言っているのですか

ら、そこをしっかりと我々訴えていきたい。

そして今、肩がわりできるかというと、そ

れは相当の別な財政措置にしてもらわない

と、なかなか厳しい状況にあると思うのです

けれども、そういったことにならないような

努力はしていきたいと、そんなふうに思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 今後、道や国に対し

ても引き続き要望していただけるということ

なので、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、エゾシカ被害対策であります

けれども、エゾシカの被害は深刻でありま

す。非常に見過ごすことのできないことであ

りまして、その中で効果的な対策はなかなか

持てないというのが現状であります。

そこで、私、やはり当事者でもありますけ

れども、直接、農家の方と話をする機会が

あって、やはり植えつけをして、間もなく食

害を受けて、補植をし直すと、し直した後も

何日もしないでまた、すぐ同じように食害を

受けるということで、本当になかなか口では

あらわせないほど苦労されているということ

で、これはやはり町の方々にも知っていただ

きたいということで、思いを強くしておりま
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すけれども、やはり根本的なことはちょっと

なかなか難しいと思いますけれども、やはり

町を挙げてこの被害軽減に向けてさらに努力

をしていただきたいと思っておりますけれど

も、このことについて町長の見解をお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） エゾシカの農業被害

と今、言っておりますけれども、まさに全道

的にはもう被害を通り越してエゾシカ災害と

いうような言葉も最近、使われているようで

あります。

私どもの町も１１０キロほどのさくを張り

めぐらしましたけれども、やはり中に残って

いるものがいるということで、今は駆除に関

することを積極的にやっていくと、北海道も

いよいよ本腰を上げて組織をつくって駆除に

重点を置くということで、取り組みをよう

やっと重い腰を上げてきたということであり

ますので、大いに期待をしたいなと思ってい

ます。

全道で６万頭生まれて４万頭しか駆除でき

ない、毎年２万頭ずつふえていくということ

で、一度にやはり方法はいろいろとあると思

いますけれども、今は白糠のほうでは自衛隊

の協力も得て追い込んだりして、１カ所でど

んと捕獲しようというような取り組みもして

いますので、また、今ハンターの皆さんも高

齢化がかなりしているので、この対策もなか

なか難しいということで、やはりエゾシカを

撃って生計を立てれるというような、そう

いった提案もいろいろ出ておりますので、い

ずれにしてももう囲って来ないようにするの

はなかなか難しいと思うので、大幅な駆除を

しなければ難しいという状況になっているの

で、そういったことも一町村では力が弱いと

思いますので、全体、力を合わせて期成会で

もやっておりますし、私もことし期成会の中

央陳情のときに農水のほうの担当でありまし

たので、エゾシカのこともしっかりと。中央

でもシカのことは、シカ被害はイノシシ被害

と同じようによりひどいような認識を持って

おりますので、なお声を上げていきたいと、

そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 本当に一朝一夕で解

決する問題ではないと思っています。それぞ

れ被害農家も努力されて、被害軽減に向けて

努力をしております。

町も、それについてはいろいろな対策も講

じていただいておりますけれども、なかなか

効果的にはなっていないところであります。

そこを効果的にしていただけるように努力を

お願いしたいというふうに思っております。

それから、続きましてシカさくの再整備に

ついてでありますけれども、１０年前にシカ

さくを設置いたしまして、被害軽減には大い

に効果があったというふうにもおっしゃられ

ました。私どもも、そのように考えておりま

す。

しかし、現在、道路等で布設されていない

部分があったり、また、道道だとか、国道等

で、ふたができないというそういう場所も当

然ありますので、そういったところから当

然、シカも入ると。

それから、当然、布設した段階でもともと

中にいたシカも居残っているというような状

況がありまして、なかなか被害が減らないと

いうことであります。

しかし、もう１０年もたってシカさくの補

修等、非常に労力がかかるということであり

まして、これについては町も補助を出してい

ると、それから農協が持っているものですか

ら、それに対する固定資産の免除というか、

それに対する補助ということでありますけれ

ども、私が考えるのはシカさくというのは、

やはり町民の財産を守る大事な施設であると

いうふうに考えております。

本来であれば、町がこれを持って管理する

のが本来の姿かなというふうにも思っている

ところであります。その中で町はお金を出し

て補助をしているから対策は講じていて、こ

れ以上できないよという意味ではなくて、や

はり傷んだところは当然、これからも補修し
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て長く使っていきたいというふうに考えてお

りますけれども、実は平成１４年だったと思

います。大きな雪害があって、大きな被害が

出ております。そのときに、鹿柵管理組合で

は大きな借金までして現在に至っている状況

であります。

それらについて、やはり非常に農家の皆さ

ん苦労をされているところであります。そう

いったことで、できれば今まで以上な金額面

での補助も期待しているところでありますの

で、その辺についての見解も一つ聞いておき

たいなと思っていますが、どうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、シカさくの再

整備の話ですけれども、多分これは美幌町が

一番早く提案していた項目だと思いますけれ

ども、いずれやって来るであろう更新の時期

にあわせて、やはり設置と同じぐらいの金額

がかかるようであれば、やはり財政措置を

しっかりしていただきたいというようなこと

を５年前ぐらいにたしか声を上げて、政党別

の懇談会なんかで実は声を上げていっている

ところであります。

引き続き、このことについてはしっかりと

した声を上げていきたいと思いますし、また

シカさくの組合についても、大変、御努力し

ていただいているのは十分、私も担当時代か

ら聞いておりまして、あの当時もいろいろな

ことがありましたけれども、議会の皆さんの

御理解を得て、例えば火災、あれを実際、火

災保険も入っていただいておりますけれど

も、何かあったときに保険対応にするという

ようなことも、その分の費用も見ましょうと

いうことで、少しずつ我々も努力していると

ころでありますけれども、なお特別なことが

あればまた、いろいろな相談をしながら維持

に努めていきたいなと、そんなふうに思って

おります。

町が持つかどうかについてはちょっと、こ

れはなかなか難しいことがあると思いますの

で、やはり組合で持つのも大変だと思います

ので、やはりここは一つＪＡの力をかりてや

るのが一番いいのではないかなという思いを

しておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 今の最後の答弁の中

でＪＡにお世話になればいいということで

は、私は納得はできないところでございま

す。

ＪＡというのは、農家の集まりでありまし

て、当事者なのです農家というのは。その被

害をこうむっている、自分がこうむっている

から、全部責任持って自分でやれという話で

は困るということで、農協も当然見るでしょ

うし、町もそれに附随して同じように対策を

講じていくというのが筋だと思っております

ので、そこはよろしくお願いしたいというふ

うに思っております。

それから、最後のほうに広域的な取り組み

に対する支援措置で国や道に引き続き要望、

要請を行うというふうには書いてございまし

たので、具体的に現在、取り組んでいること

があるのか、またその広域というのはどこま

でを指して広域と言っているのか、ちょっと

その辺で答えることがあればお答え願いたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＪＡの関係はちょっ

と、またいろいろな協議の中でだれが事業主

体になっていいのかということはまたあると

思います。全部押しつけるという意味では決

してございませんので。

あと、広域的なということで、これは今、

この前もエゾシカの会議出ますと、今までは

道東で２６万頭、その他の地域で２６万頭、

５２万頭が今６４万頭までふえていると、今

はもう道南のほうまで行ってしまっている

と。あちらのほうもかなり被害が出ていると

いうことで、今はもう北海道全体の問題だと

いうことで、先ほど冒頭にちょっと答弁させ

ていただいたように、もう被害ではなくて災

害だということなので、広域的な取り組みと

いうことは、とりもなおさず全道的な取り組
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みというようなことで、そういった声がオー

ル北海道の声として届いて、北海道はよう

やっと重い腰を上げて包囲網会議をつくった

ということでありますので、今度はそこから

国に向かってということになると思います。

今までは、各市町村がそれぞれ行っていた

ものが、大きな力になって国に向かって発言

をしていくということで、大きな力で訴える

ことができるのではないかなと、そんなふう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 広域の範囲はわかり

ましたけれども、具体的な取り組みについて

はちょっと話を聞けなかったのですけれど

も、いずれかの機会で聞きたいと思います。

次に、ＴＰＰについて再質問をさせていた

だきたいと思います。

ＴＰＰについての基礎情報というのは私ど

もほとんどわからない状況というのがあると

思います。協定書の内容についてもほとんど

わからない状況、何となく農業に対しては不

利になるよということが聞いて取れると、そ

ういった中では菅総理、今はかわりましたけ

れども、その当時、菅総理自身がその内容に

ついて何も見ていないと、そういった中で将

来の地域経済や農業が安定して、継続可能な

制度が何も明らかにされぬままにＴＰＰにつ

いて関係国と協議を開始するというふうに発

表されたわけです。ただただ、私どもはびっ

くりをして不安にかられたということであり

ます。

その中で仮に、日本がＴＰＰに交渉の参加

国に入るとなると、ＧＤＰのシェアでいうと

アメリカが約７割弱と、日本が２割強である

というふうに聞いております。

そういった中で、豪州が５％で残りの７カ

国で５％であるというふうに聞いておりま

す。とすると、これはほぼ日米の自由貿易協

定になるのかなというふうに非常に思えば、

今までそんな話が一つも出ていないところで

話が出てきたような過激なＦＴＡ、自由貿易

協定になるのかなというふうに思っておりま

す。

今、アメリカは輸入ではなくて輸出を大い

にふやすというような、そんな政策に打って

出ております。非常に日本の場合、農業は非

常に不安定で弱い立場だなと自分は思ってい

ますけれども、その中で所得が農業の場合補

償されたとしても、輸入が増大して国内生産

が崩壊になるというふうな、そういう危機感

を持っております。

実際に、補償されるかなというのもなかな

か難しい話でありまして、それこそ国家の存

亡にかかわる一大事だというふうに自分は考

えておりますけれども、やはりこの件につい

て町が先頭に立ち、農業者団体を初め、商工

業の方々とも手を携え、ＴＰＰ参加阻止に向

けた取り組みをしていくことが重要と考えま

すが、町長の考えをお聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今までも地域崩壊に

つながると、地域がなくなるという思いで取

り組んでまいりましたし、今後も同様の気持

ちで取り組んでいきたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 今までも具体的にや

られたことが町長の答弁書の中にありました

けれども、たまたま３月に東日本の震災が

あって、現在はストップしているというふう

にも思っていますけれども、裏では当然、話

が何か進んでいるやにも聞いております。

今度は野田政権にかわって、残念ながら経

産省の大臣がやめて、ちょっと話が飛んでし

まっていますけれども、我々としてはこのＴ

ＰＰのことには非常に注視をして、見ている

ところであります。

やはり、先駆けて美幌がこういう態度を

とって運動していますということが見える

と、我々としても安心して営農、それから地

域の方々も美幌町長一生懸命やっているなと

いうことでなると思うので、ぜひとも目に見

えるような運動を展開していただければと思

います。
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○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今までもそういうつ

もりでやってきたのですけれども、ちょっと

目立たないということでありますので、いろ

いろな取り組みをまた考えていきたいと思い

ます。

本当に、内閣が改造されて非常に心配感も

募っているというのが現実ではないかなと

思っております。日本の食料をどう守るか、

日本の食料安全保障をどう守るかにかかって

いるかと思います。

エネルギーの安全保障もそうですし、国を

守るという安全保障もちょっとぐらついてい

るのかなと思いますので、農業者にとっても

本当に将来も展望持って農業をやっていける

という強いメッセージをぜひとも出してくだ

さいと、機会あるごとに訴えているところで

ありますので、引き続きそういう努力をして

いきたいと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） よろしくお願いした

いと思います。

続きまして、てん菜の作付奨励事業であり

ます。

一定の効果があったということでありまし

て、よかったなというふうに思っておりま

す。この事業が出てくるのがちょっと遅かっ

た感がありまして、非常に心配したところで

ありますけれども、よかったと思っておりま

す。

それで、今後について言及しております。

２４年度について協議して進めたいようなこ

とに書いておりますけれども、２４年度につ

いてもこの事業については継続するのかお聞

きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２３年は１８ヘク

タールの減少で済んだと。ただ、去年は原料

自体少なくて、製糖工場も１カ月も早く工場

終わってしまったという状況は、非常に危機

感を持ったということで取り組みをさせてい

ただきました。

そんな中で、２３年度はホクレンもそうで

した、ＪＡ北海道もそうですし、製糖業者３

メーカーともそういう歩調をとっていただい

た、さらには農協、北海道庁も１０アール当

たり４,０００円というところをつけていた

だいた。そして、地元のＪＡもやると、そし

て美幌町と５者で協調してやったという取り

組みがこういった成果につながったのではな

いかなと思っております。

引き続き、実施するかどうか、ことしで終

わってどうなっているかという状況の中でま

たいろいろ関係機関、団体と相談して決めた

いと思っております。

製糖メーカーの工場ある地域では、昔から

助成しているところもあるようでありますの

で、美幌と違う面もあると思いますけれど

も、いずれにしても状況見ながらまた相談し

ていきたいと、そんなふうに思っています。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 今後とも糖業、それ

からＪＡ、それぞれの立場で御協議いただき

ながら前向きに考えていただきたいと思いま

す。

引き続きまして、でん粉原料バレイショの

作付奨励対策ということで、これについては

難しいというお話でございます。

てん菜作付奨励事業と同じようにでん粉原

料バレイショについても恐らく、道も同じよ

うな対策をしているのではないかなというふ

うに思っておりますけれども、美幌町にはで

ん粉工場もあります。

その中で、でん粉の原料が減るとどういう

ことになるかなということ、これは何も言わ

なくても当然、わかることだと思います。た

またま、でん原バレイショにかわる加工や食

用イモがふえたからよしとするのか、やはり

私はちょっと危惧をしているところでありま

して、てん菜にはして、バレイショにはしな

いというのは片手落ちかなというふうに思い

ますので、ぜひとも再度考えていただく必要

もあるかなというふうに思っております。そ

れについては、農協もありますので十分な話
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し合いをしていただきたいというふうに思っ

ております。

その中に、今後に向けて奨励策を農協と協

議を行いながら対応するというふうにあるの

で期待をしていいのか、それとも余り期待を

しないほうがいいのかお聞きしたいなと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ことしから畑作の戸

別所得補償が始まって、そのベタつけという

のですか、面積のところでてん菜が今までの

単価より下がったというようなことも含めて

てん菜が作付が減ってきたというようなこと

も指摘されております。

片一方、でん原がたしか上がっていたのだ

と思いますけれども、そういう影響も含め

て、全体的にやはり考えて対応しなければい

けないと思いますので、いずれにしろ関係機

関と相談しながら、町だけでどうするかとい

うことはなかなかこの話は進んでいかないと

思いますので、状況を交換しながらどう対処

できるのかという、危機的であるのかどうな

のかということも含めて、対応策については

考えていかなければいけないのではないかな

とは思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 御答弁、再質問に対

してしていただきました。本当にありがとう

ございます。

最後に、補助制度による雇用対策につい

て、るる説明があってわかりました。わかり

ましたけれども、１００％の国の事業なので

すね。これを町が主体でやっているのか、そ

れともこれを応募して、公募というのか、こ

ういう事業がありますよと、だれか手を挙げ

てこれに参加する人がいるのかというような

やり方をやっているのか、ちょっとその辺の

ことをお聞きしたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 御質問の二つの

事業につきましては、町がすべてしなければ

ならないという事業ではございません。

それで、それぞれの関係部局に関係する団

体、例えばＮＰＯとか、そういうところがで

きるかどうかを含めていろいろなお話をさせ

ていただきました。

そういった中で、今回の答弁書に書いて、

町長が先ほど答弁させていただいた事業をさ

せていただいたということです。

ただ、この中で非常に大変、苦労したの

は、なかなか地方、小さな自治体にはなかな

かなじむものがなくて、ただ私どもで努力し

たのはここに書いてございますけれども、例

えば緊急雇用であれば離職を余儀なくされた

非正規労働者、それから中高年齢者等という

ことで、やはり短期雇用をどういう切り口で

もいいから、やはりその地元にとってやはり

そういう方がいるから、そういう方に仕事を

与えるということで何とか知恵を出しましょ

うということで町の部局、一丸となってやら

させていただいたと、ましてや１００％補助

ということもございます、そういう形で進め

させていただきました。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、３番早瀨仁

志さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、３時３５分といたします。

午後 ３時２５分 休憩

────────────────

午後 ３時３５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順に発言を許します。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 町長の政

治姿勢についてお尋ね申し上げます。

平成２３年５月１０日の第４回臨時会でス

ポーツ振興事業費の増の議案説明を受けた際

も質疑をさせていただいていますが、その後

においてパークゴルフ場の整備について、町

長の具体的な動き、意欲が感じ取れないの

で、改めて町長にお尋ねいたします。
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町長の今任期中に、パークゴルフ場のこと

ですけれども、供用開始ができるのか疑問に

思いますので、明快に町長のお考えをお聞か

せ願いたいと存じます。

物事をなし遂げようとした場合、もろもろ

の手順、準備があると認識していますが、

パークゴルフ場整備に向けての具体的な進行

計画が示されていない中、懸念される事項、

事柄をお聞きいたしますが、用地確保、規模

をどのように考えているのか、事業費、基金

も含めてをどのように捻出するのか、工事着

手時期はいつごろになるのか、関係団体等と

の調整及び町民への説明、理解を得る時期は

いつごろなのか、担当部署にパークゴルフ場

整備について検討するようにと指示を出して

いないなと思われますので、町長はどのよう

にお考えなのでしょうか。

施設維持には経費がかかるのは当然のこと

ですので、パークゴルフ場整備後の対応につ

いてお尋ねいたします。

整備後、網走川河畔公園にある既存のパー

クゴルフ場は廃止するのか、町長の判断をお

聞かせ願いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

町長の政治姿勢について、パークゴルフ場

の整備についてであります。パークゴルフ場

の整備につきましては、１期目の公約で新た

なパークゴルフ場の整備を目指すことを盛り

込み、多くの方々の御支持を受け当選させて

いただきました。

御質問の今任期中に供用開始できるのかと

いうことでありますが、現段階では具体的な

整備計画はお示しできませんが、１期目で基

金条例を制定し、現在までに約１億円の積み

立てを行い、整備に向けてスピード感を持っ

て今任期中に着工できるよう最大の努力をす

る考えであります。

次に、整備に向けての具体的な進行計画に

ついての１点目の用地確保、規模をどのよう

に考えているのかということでありますが、

現在のパークゴルフ場は御承知のように、網

走川の河川敷地にあり、大雨等の災害時には

増水によりコースが使用できないことがある

こと、また、河川敷地ということでコースの

造成、施設整備などの制約を受けることなど

の問題も抱えております。

こうした状況から、新しいパークゴルフ場

の建設にはこのような問題を取り除くことが

要求されることから、建設場所の選定に当

たっては既存の公共施設等との相乗効果やア

クセスの問題も含め慎重に考えなければなら

ないと考えております。

また、規模等については、過去の一般質問

でもお答えしておりますように、具体的内容

については決まっておりませんが、おおむね

５４ホールの公認コースで、クラブハウス、

駐車場、水道施設、施設管理用倉庫、芝刈り

機などの管理用備品の整備等に加え、冬期間

の歩くスキーコース、クロスカントリー等の

夜間練習にも利用できるよう照明設備の整備

等を考えているところであります。

次に、２点目の事業費をどのように捻出す

るのかということでありますが、現段階では

建設規模や事業手法などを決定しておりませ

んのでお示しできませんが、近隣町村での建

設状況から５４ホールの整備となりますと約

３億円から４億円程度は必要であると考えて

おります。

この財源確保につきましては、現在の町の

財政運営計画も考慮しながら、行財政改革及

びアウトソーシングにしっかりと取り組み、

現在は約１億円の基金積み立てであります

が、財政状況を見きわめながら基金への積み

立てを行うとともに、国、道への補助制度の

要望を行っていく考えであります。

次に、３点目の工事の着手時期はいつごろ

なのかということでありますが、工事の着手

の時期につきましては、今年度中に建設に向

けた場所、規模、整備内容など具体的な検討

に入っていく考えであります。

具体的な着手の時期につきましては、用地

の取得や財源の見通しもありますので、現段
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階ではお示しできませんが、先ほど申し上げ

ましたように、私の任期中には着工したいと

考えているところであります。

次に、４点目の関係団体等との調整及び町

民への説明、理解を得る時期はいつごろにな

るのかということでありますが、今年度中に

建設に向けた場所、規模、整備内容など、具

体的な検討に入っていく考えでありますの

で、遅くても平成２４年度には関係団体を初

め、町民の皆さんへ建設内容等について説明

していきたいと考えております。

また、担当部署には今後の政策会議におい

てパークゴルフ場建設に向けた一定の方向を

示し、できる限り早い時期に取り組むよう指

示していく考えであります。

次に、整備後の対応についての、整備後網

走川河畔公園にある既存のパークゴルフ場は

廃止するのかということでありますが、新し

いパークゴルフ場が建設された場合、現段階

での判断としましては２カ所の運営について

は非常に厳しく困難であると考えております

が、既存施設についてのあり方については町

民の皆さんの声を聞きながらどうするか判断

していきたいと考えております。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 順番を取りかえて

再質問をさせていただきたいことをまずもっ

てお許しいただきたいと思います。

整備に向けての具体的な進行計画について

を先にやらさせていただきたいと思います

が、実は私は４点ほど上げさせていただいて

いますが、実はこれはある意味では行ったり

来たり、その行ったり来たりという意味は

今、お話の問いかけの中で説明させていただ

きますが、まず一つだけ整理をしておきたい

と思います。

平成１４年、そして１５年にかけて、美幌

町にありました営林署の苗畑というのです

か、野崎に５町ほどの面積の譲渡が美幌町い

かがですかというきっかけがありました。そ

れに対して美幌町は、買うにしてもという前

提で、そしたら買ったとしてもあそこは何に

利用できるだろうかと、そのときに出たのが

パークゴルフ場はどうだと一つの案として、

というのがきっかけだったのだろうなと、そ

んな気がいたします。

それは１４年から１５年にかけてだと思い

ます。もちろん、営林署の土地は美幌町が求

めることはなかったのでありますが、その後

も、そうしたらその延長の中で本当に将来

パークゴルフ場はどうなのだと、その会話の

中ではある一定の場所の名前が出たりという

ことも。決定したという意味ではないです

よ、出たような気もいたしますし、またそこ

に、その年、私も議員でいましたので勝手に

議会側というよりも、議員一人としてあっち

の方向がいいな、あっちのほうがいいなとい

うような、私も漠然とした形でありましたが

思っていたのがきっかけだった。今、２３年

であります。

実は、町長は１９年、もう１期土谷町長御

経験ですから、あえてもとの町長という言葉

を使わさせていただきますが、町長に土谷町

長が立候補されるとき、先ほど説明もありま

したように、パークゴルフ場に向けて前向き

な方策として基金条例はつくるぞと、それは

根底的にパークゴルフ場をつくるための準備

としてやらさせてくれという段階を踏まえて

いたと私は認識しておりますし、そういう意

味では町長みずからが率先して基金条例を提

案されて、見事に議会の同意を得て、基金条

例はできました。

それから４年後、ことし再度、町長選が

あった中で、立派な土谷町長が再度、この任

につかれたことはまことにおめでたいことだ

なと、心から思っているところであります。

そういう中で、今回のパークというのは先

ほどどなたかの一般質問に使われた言葉を

ちょっと引用させていただきますが、自分が

町長になるための一つの美幌町にとって必要

だと、これは揺るぎない町長におかれる信念
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であると私は思っているところであります

し、そういう意味で２期目はどうするのだと

いう思いも込めて、再度、お尋ねしたいと思

います。

２番目の項目は、私がざっと数えてもこの

４点、もしかしたら別な人から考えたらまだ

まだあるかもしれません。

①が先にやるか、②がといってもまた同じ

話に戻りますがお許しをいただきたいと思い

ます。

ニワトリが先か卵が先かというお話がよく

問われることがあります。例として、近隣町

村では、３億円から５億円かかったというこ

とだろうと思うのですが、私はそこで不思議

に思うことがあります。用地の大きさによっ

ても、仮にそれを買い求めるとするならば１

０町買うお金と、１０ヘクタールという意味

です。２０町買うお金とはおのずと違ってく

るわけです。

ましてや、俗に言う地目が畑のところを買

うのか、山林を買うのか、宅地を買うのか、

これによってもかわる話です。そう思ったと

きに、何が先かということになりますと、例

えは望んでいる５４ホール、仮に５４ホール

の設計したとしますが、どういうレイアウト

で、買う場所によっても地形を重要視した場

合、そのレイアウトでさえ変わってくる。

そうなると、用地確保というのはいろいろ

な意味でここをほしいと思っても、次、二つ

目の疑問点です。用地というのは、美幌町の

土地であれば買うこともないでしょうけれど

も、たまたま買うとした場合、売り主がある

はずです。山林にしても宅地にしても、農地

にしても、美幌町がほしいと言っても極端な

言い方をしますと、相手が売らないと言った

ら、もともとの計画を練り直さなければいけ

ない、釈迦に説法みたいなお話をさせていた

だいていますが、そうしたら幾通りかのプラ

ンをつくらなければならない。

さらに、これは三つ目です。用地確保も含

めて聞いていただきたいと思いますが、美幌

町が求めても相手があったとしても例えば、

法令に従って農地法という絡みがあった場

合。私の知識が間違っていれば町長、遠慮な

くおっしゃってください。例えば農地法絡

み、４ヘクタール以上の面積の場合は、国の

許可が必要です。許可ということは、許可権

者は美幌町長、美幌町民という意味ではなく

て、常に相手がつきまとう話です。これに

よってもくれるかくれないかというのは、申

し込んでみないうちにはわからないことであ

りますが、思いがあっても着手までに行くか

といったら、いろいろな山を越さなければい

けない。そういうことであります。

答弁の中で、全体あわせて今年度中に、こ

こがポイントです。ここの項目で私は再度お

聞かせ願いたいのはここがポイントです。そ

ういうこともあると思いますので、答弁は今

年度中とおっしゃっていますけれども、今ま

での思いも込めて極端にあしたからとは言い

ませんが、もっと前向きな、優先順位どころ

ではないですよ町長、これをうたって見事に

町長になられたと私は確信していますので、

そういう意味で遠慮なくもう一歩踏み出すお

答えを期待しているところでありますが、い

かがでしょうか。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りいたします。

もはや、４時近くなりましたが、あらかじ

め、会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ、会議時間の延長

をすることに決定いたしました。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、御質問ありまし

た、１回目答弁させていただきましたけれど

も、まだ具体的なことが決まっていないとい

うことで、２回目の質問ありました。
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さまざまな問題、課題がありますけれど

も、乗り越えてこの任期中にやりたいと、そ

んな思いであります。

１期目のときは足がかりをつくる、マニ

フェストの９項目の一つに足がかりをつくり

たい、そのためには将来の整備に向けてお金

を、造成するための基金条例をつくりたい

と、その足がかりはできました。それで、現

在、１億円の積み立てを認めていただきまし

た。途中ではいろいろありましたけども、認

めていただきました。

私は、この２期目に立起するに当たって、

五つの大きな約束事と３８の項目について町

民の皆さんに提案させていただきました。

その中に、当然、新しいパークゴルフ場

の、あるいはゲートボール場の整備を目指す

ということをその中に掲げております。

私は、１期目いろいろなことをやらさせて

いただきました、そしてさらに前にというこ

とでありますから、スピード感を持ってぜひ

ともこの任期中にやりたいと、そのように考

えております。

土地の問題もこれからいろいろなことがあ

ると思いますけれども、それら今、議員が御

指摘のあったように総括的なイメージ、総括

的な施設整備をどうするかということをやは

りもう示さなければ私が約束したことがなか

なか難しいということでありますので、規模

であるとか、事業費、あるいは概算事業費に

なると思いますけれども、位置であるとか、

事業手法、これについて早い時期に示す必要

が町民の皆さん含めて示す必要があると考え

ておりますので、きょうのことを背中を押し

ていただいたという意味で精力的に取り組ん

でまいりたいと、そのように考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 申しわけございま

せん、私がまずお聞きしたかったのは、今年

度中にそういう組織を立ち上げるという答弁

があったものですから、あしたと言わず、そ

ういう思いで聞かさせていただいているとこ

ろであります。

ただ、町長。町長は、私は親方だと思って

います。技術的なこと、これが町長がすべて

知っているなら、それもすばらしいことだと

思いますが、やはり町長は部下である職員を

使える最大の特権を持っています。

そういう意味で、それを町長の思いを枝に

し、葉をつけて立派な木にするのも、職員に

対してしっかりとした指示という形のスイッ

チをあなた自身から押さなかったら、ほかの

職員が何百人いようと、指示もされていない

組織上の。そういう意味で私は早く押された

ほうがいいなという思いですので、それも込

めて答えてくれたと認識していいかどうか、

確認だけはさせていただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そのとおり受けとめ

ていただいて結構だと思いますけれども、先

ほど言ったように私はこういう形でパークゴ

ルフ場に着手するのだという姿勢を町民の皆

さんに訴えて当選させていただきました。

多分、管理職の皆さんはそういうことを受

けとめて頭の中で準備されていると思います

ので、早急な指示も含めて概括的なことを早

く示せるように取り組んでまいりたいと、こ

のようなふうに考えています。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） ところで、法律の

クリアというのは案外、別な意味で楽かもし

れません。基準に乗っかれば、法律というの

は否定できるものではないと私は思っていま

すので、ただ二つだけ、方針を示した上でも

二つの大きな山があります。

一つは、先ほど土地の地目にもよるのです

が、農地法とか、例えば山林であれば林地開

発、それも山林も農地も関係しなかったら特

定開発、最近、どういうわけか同意という意

味で同意書、同意するという一つの流れ。漁

業組合というのが、どういうわけか絶大なる

権限を持たれているように思います。
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そういう中で、同じプランでもつくったと

しても、次の山、もう一つはまさしく私はつ

くってあげたい、全く町長と同じ考えなので

す。

その中でも、町民の方々の中では、それは

今の段階プランも何もないですから、逆に声

は聞こえてこないと思いますが、もしかした

らそれも含めて俗に言うつくることに対して

いかがなものかという人も、これも少し念頭

に置いておかないと月日が、説得するという

意味です、月日がかかることなのです。です

から、そういう意味も重々御承知置きいただ

きたいなと。

それからもう一つ、２２年の３月の時期

だったと思いますが、岡本さんの質疑に対し

て答弁書がありますが、歩くスキーコースと

か、クロスカントリーとか、これが町長の答

弁の中で新しく、多分、冬季も有効に利用し

たいという、本当に真摯なお気持ちで答えら

れたと思うのです。ただ、きょうも一つの知

恵が。町長、宅地と違いましてコースにはあ

る意味では遊びがあるコースでなければ、面

積という意味です、きょう熱心に公園の施設

という意味でドッグランというような発想も

ありました。

ここは、一ついろいろな意見を聞くことも

……イエスと答えれというのではないです、

プランの中に練り直すこともいいのではない

かなと、老婆心ながら一つだけつけ加えさせ

ていただきます。

次の話です。これは勝手に言っている話で

すから、三つ目のほうをお聞かせ願いたいと

思います。

仮にパークゴルフ場が整備できたとした

ら、今の河畔公園にあるコースはどうするの

だと、町民の意見を聞きながらというのは町

長、私の考えはちょっと違うのです。それも

含めて、やはり行政としては聞くという態度

が悪いという意味ではありません。基本的な

プランは示すべきだと、こう思っているので

す。

どうするのだというお聞きの中で、例えば

どこに新しくできるかわかりませんが、そう

したら上美幌にあるコースのホール数は

ちょっと忘れましたが、新しくできたものを

町はなくすのかといったら、そうにはならな

いだろうと。しからば、地域的にあの場所、

全ホールと言わないにしても、狭い意味であ

の地域の人たちに対してもパークを楽しんで

いただく方策とか考えなければいけないだろ

うと思うところです。

例えば私だったら、大正橋の下に、真下近

くに補助金でつくったパークゴルフ場という

のがあろうかと思っています。補助金でな

かったですか、間違ったら遠慮なく御指摘く

ださい。

例えば、あそこの部分は残すのだとか、や

はりある一定の方針というのは、やはり持た

れてからいろいろな声を聞いて、方向性を修

正していくと、ただ何もなしに聞くのはいか

がかなと、こういう思いがありますが、この

点について町長、お答えがあればどうぞ。

○議長（古舘繁夫君） 吉住議員、大きな２

番は終わったという解釈でよろしいですよ

ね。はい。

町長。

○町長（土谷耕治君） たくさんあって

ちょっと申しわけございません。

１回目の答弁もさせていただきましたけれ

ども、二つ持つことがどうなのかというよう

なことで、非常に難しいとは言いながら、や

はり町民の皆さんの意向も含めて、やはり考

えていかなければいけないのではないかなと

は思っておりますけれども、できれば新しい

ところにみんなが行くというようなことで、

あそこはもう時代的にいいなというような立

派なパークゴルフ場をぜひつくりたいと思っ

ていますし、さまざまな困難があるという御

指摘であります。

我々、私の先輩も、さらに先輩もいろいろ

な美幌町のこの形をつくってきた方はさまざ

まな困難に、いろいろな事業をやる上でぶち

当たってきたと思います。そういうことで、

本当に議会含めて町民の皆さんと一緒になっ



－ 91 －

て乗り越えてきた歴史があると思いますの

で、私もそういったことで皆さんの力をかり

て、困難な条件もぜひとも乗り越えて実現を

していきたいと、そんなふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） そこで一番目の話

に戻らさせてください。

町長は先ほどから任期中には着工したい

と、最大の努力をしたいという形でありま

す。

実は私は、議員になってから、私のこれは

印象であります。最大努力するというのは、

文字どおり、そのとおりだと思いますが、私

は不安でたまりません。よく答弁の中で、こ

れは感じ方というのも確かに言い方、感じ

方、私は努力するというのは普通であれば、

どちらかというとやってくれるものだという

ようないい意味のとらえ方をしますが、物事

にはだれもずるしているわけではないけれど

も、努力しても努力しても努力しても、最大

努力してもできないことってあるのですよ

ね。

ですから、私はあえて今任期中に供用でき

るような思いでということをこだわってお聞

きしたいと思います。

私は、言葉というのは人として生まれて、

この声を通してあなたと議論できる、これが

最大の喜びだと私は思っていますので、そう

いう意味においては、それこそ最大限という

のは約束事、着手するという言い切りには最

低限でもならないのかということをお尋ねし

たいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この答弁書をつくっ

たときには、任期中には着手というようなこ

とでありましたけれども、吉住議員の後押し

受けたのでぜひ、この任期中には実現したい

と、そんな意欲満々でおります。

いろいろな困難あってできないときは、そ

の理由をしっかりと説明しますけれども、そ

ういう意欲満々でこの事案については取り組

んでいきたいと、そんなふうに思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） もう後ろでやめた

らいいのではないかと、町長はちゃんと決意

を述べているというように聞こえますが一つ

だけ。これは議論ではありません、議長。

私は土地代はもう既に買える金ぐらいはあ

ると見ています。実は過去に、こういう話を

一つだけさせてください。青稲会館というと

ころの当時、柏木さん、助役だったかな。そ

のときに、大上町長さん。町長選も間近にし

てありました。つくる、やると言っても一歩

踏み出す、二歩踏み出す形を見せてくれない

と信用できないという形の中で、その意欲が

あるなら、やはり土地を求めなければ、何と

言っても地べたがなかったらできないわけで

すから。

それからもう１点、早く着手することに

よって、例えば場所によってかわります。開

発さんの無料で一定の土砂を投げてくれ、

ちょっと失礼な言葉で、場所によって設計が

かわればこういうこともありますので、そう

いうことも一つ知恵としてお持ちになってい

ただければありがたいということを申し上げ

まして、私の質問を終わらさせていただきま

す。ありがとうございました。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１２番吉住

博幸さんの一般質問を終わります。

これで、本日の一般質問を終わります。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。

これで、本日は散会します。

午後 ４時１０分 散会
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